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午前10時０分開議 

 

出 席 議 員（34名） 

２番 永 山 敏 郎 （県民連合立憲） 

３番 今 村 光 雄 （公明党宮崎県議団） 

４番 工 藤 隆 久 （  同  ） 

５番 山 内 いっとく （宮崎県議会自由民主党） 

６番 山 口 俊 樹 （  同  ） 

７番 下 沖 篤 史 （  同  ） 

８番 齊 藤 了 介 （  同  ） 

９番 黒 岩 保 雄 （  同  ） 

10番 渡 辺 正 剛 （  同  ） 

13番 外 山   衛 （  同  ） 

14番 脇 谷 のりこ （未来への風） 

15番 松 本 哲 也 （県民連合立憲） 

16番 坂 本 康 郎 （公明党宮崎県議団） 

17番 重 松 幸次郎 （  同  ） 

18番 野 﨑 幸 士 （宮崎県議会自由民主党） 

19番 佐 藤 雅 洋 （  同  ） 

20番 内 田 理 佐 （  同  ） 

21番 川 添   博 （  同  ） 

22番 荒 神   稔 （  同  ） 

23番 日 高 博 之 （  同  ） 

24番 福 田 新 一 （  同  ） 

25番 本 田 利 弘 （  同  ） 

27番 図 師 博 規 （無所属の会 チームひむか） 

28番 前屋敷 恵 美 （日本共産党宮崎県議会議員団） 

29番 井 本 英 雄 （自民党同志会） 

30番 岩 切 達 哉 （県民連合立憲） 

31番 中 野 一 則 （宮崎県議会自由民主党） 

32番 濵 砂   守 （ 同 ） 

33番 安 田 厚 生 （ 同 ） 

34番 坂 口 博 美 （ 同 ） 

35番 山 下   寿 （  同  ） 

36番 山 下 博 三 （  同  ） 

37番 二 見 康 之 （  同  ） 

39番 日 髙 陽 一 （  同  ） 
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 ◎ 一般質問 

○日髙陽一副議長 これより本日の会議を開き

ます。 

 本日の日程は一般質問であります。 

 ただいまから一般質問に入ります。まず、図

師博規議員。 

○図師博規議員〔登壇〕（拍手） おはようご

ざいます。本日も平日の午前中にかかわらず、

たくさんの傍聴をいただき、ありがとうござい

ます。 

 さらに今回は、次期の宮崎県議会議員選挙に

立候補を予定している方も複数来られる予定に

なっております。私の一般質問は模範にはなら

ないと思いますが、参考になるような一般質問

にしなくてはいけないと思っていますし、また

私だけではなくて、ほかの議員の方々の一般質

問も聴いていただき、今の宮崎県政の行政課題

は何なのか、また今後の宮崎はどうあるべきな

のかをしっかり捉まえていただいて、次の県議

会議員選挙に備えていただければと思っており

ます。 

 それでは、まず、東九州新幹線整備に関する

質問から始めます。 

 去る７月18日に、宮崎県鉄道整備促進期成同

盟会主催で、青森大学の櫛引素夫教授をお招き

し、「東九州新幹線のスタートラインの論点整

理」と題した講演会が開催されました。 

 私はてっきり、新幹線整備を強力に後押し

し、河野知事が言われる県民の意識醸成や意識

高揚につながるような講演会になるものと思

い、また、河野知事の政治姿勢をバックアップ

するような内容になると思ったのですが、内容

はとてもシビアで、新幹線がもたらす変化、影

響を客観的に捉え、可能性と問題を明確にし、

今後50年スパンで取り組まなければならない課

題に強い覚悟を持つことを求められた講演会

だったと受け止めました。 

 具体的には、東九州新幹線整備は目的ではな

く手段でなければならないこと、つまり新幹線

整備は、整備後の利活用や都市形成ビジョンの

ほうが重要であることや、観光客が増加しても

一過性であってはならないこと、交流人口の増

加は期待できたとしても、定住人口の増加には

つながらない時代であること、新幹線が整備さ

れれば空路・航空機利用者や並行在来線利用者

は減少すること、何より開発行為に伴う長期に

わたる環境への負荷と多額な財政負担が生じる

ことなどなど、35項目のポジティブな効果を挙

げられましたが、同時に32項目のネガティブ効

果も挙げられていました。 

 そこで、今後取り組むべき課題へどう対応し

ていくのかを以下の質問で伺ってまいります

が、まず初めに、櫛引教授の講演を聴かれて、

河野知事はどのような感想をお持ちになったの

かをお答えください。 

 以下の質問は質問者席から行います。（拍手）

〔降壇〕 

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 おはようござ

います。お答えします。 

 この講演は、宮崎県鉄道整備促進期成同盟会

の会員である県議会や市町村議会、県内自治体

の首長を対象に、新幹線整備の現状を学んでい

ただくための研修会として企画したものであり

ます。青森大学の櫛引教授に「東九州新幹線の

スタートラインの論点整理」をテーマに説明を

いただきました。 

 新幹線整備の現状や東九州新幹線の可能性と

課題について整理された内容で、今後の新幹線

整備の実現を目指す上で、大変有意義なもので
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あったと考えております。 

 講演では、御指摘がありましたとおり、「新

幹線はまちづくりの手段である」という視点の

必要性について触れられておりました。手段で

あって目的ではないんだということ、そして、

単に駅前を立派にしたいだとか観光誘客を進め

ていきたい、そういうことではなしに、まちづ

くり全体のビジョンが大事であると。大変重要

な指摘であると思いますし、沿線の他県との連

携、さらには他の基本計画路線との連携によ

り、50年という長いスパンを視野に入れながら

取組を進めていくべきだと、そのような提言も

いただいたところであります。 

 御参加いただいた皆さんにも、将来の暮らし

や産業の発展において、新幹線の果たす役割や

意味を改めて認識していただく契機になったも

のと考えており、意義深い講演であったと受け

止めております。以上であります。〔降壇〕 

○図師博規議員 東九州新幹線整備が実現する

とすれば、現在整備中の北海道新幹線、北陸新

幹線、西九州新幹線らが開通後にしか着工され

ず、これらの路線が全線開通するまでに順調に

いっても約30年を要し、その間に、現在、東九

州新幹線は基本計画路線ですから、これを整備

計画路線に引き上げなければなりませんが、い

まだもってめどが立っておりません。 

 もし整備計画路線へとこぎ着けられたとして

も、優先順位は国が選定するので、もしほかの

整備計画路線よりも早く着工できたとしても、

完成までにはさらに20年もの月日がかかること

を櫛引教授は指摘されています。 

 さらに教授は、「新幹線が夢の超特急かのよ

うな残像から抜け出し、新幹線が地域にどこま

で適合するのか否かを検証する地域政策として

の分岐点に来ている」とまで指摘されていま

す。 

 そこで知事に伺います。なぜ知事は知事就任

直後から整備促進のために力を入れてこなかっ

たのか。また、ここに来て専門家からは慎重論

も出る中、知事は整備ルート調査などに着手さ

れるなど前のめりになられているのか。 

 そもそも知事は、50年後、手段としての新幹

線が整備されたとした後の宮崎をどう具体的に

描かれているのか、そのビジョンを教えてくだ

さい。 

○知事（河野俊嗣君） 東九州新幹線の取組に

ついては歴史があるものでありまして、沿線の

４県１市で東九州新幹線鉄道建設促進期成会を

昭和46年に設立し、その翌年には本県知事が会

長となって要望活動を続けてまいりました。私

も知事就任後、平成24年度からは、直接国に対

し、早期整備や財源確保などの要望を続けてき

たところでございます。 

 そのような状況の中で、これまでも御説明し

ておりますが、国の令和５年の骨太の方針や国

土形成計画において、地域の実情に応じた今後

の方向性について調査・検討するという一歩踏

み込んだ方針が示されたことを踏まえ、本県で

の新幹線整備に向けた議論をさらに活性化し、

将来に向けたビジョンというものをしっかりと

県民の間で議論し、地域の要望につなげていき

たい、そういう思いで取り組んでいるものでご

ざいます。 

 新幹線は、新たな人の流れを生み出し、交流

人口や関係人口を増加させる、そのような大き

な効果があるものと考えております。 

 今年は、1975年に山陽新幹線が全線開通して

50年という節目の年であります。その整備とい

うものが、この九州において、福岡の大きな発

展につながっているということを考えますと、
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新幹線が地域の振興に果たす役割というのは極

めて大きなものがあろうかと考えておりまし

て、今後とも、将来の夢というものを今我々が

議論することで未来につなげていきたい、その

ように考えております。 

○図師博規議員 昨年実施された東九州新幹線

等調査結果が公表されております。この中で、

日豊本線ルート、鹿児島中央先行ルート、新八

代ルートの３ルートの沿線の延長距離や、主要

都市からの所要短縮時間、また整備費などが示

されています。 

 これによると、隣接県はもちろんのこと、県

内でも路線の沿線自治体となる可能性がある市

町村からは、どのルートが選定されることにな

るのか関心が寄せられています。 

 最終的には国交省の判断になるのですが、知

事としては、３ルートのうち、どのルート整備

を最も重要視されているのかお答えください。 

○知事（河野俊嗣君） 新幹線整備は、国家的

なプロジェクト、国が決定した基本計画に沿っ

て行われるものでありまして、これまでと同

様、本県において、基本計画路線である日豊本

線ルートの整備を目指す姿勢に変わりはござい

ません。 

 今回、改めて新八代ルートも含めた調査を

行ったのは、あらゆる可能性を将来につないで

いくことが重要である、さらには、県民の間で

さらに議論の活性化を図って進めていく必要が

ある、そのような思いで、そういう選択肢も加

えて調査を行ったものでありまして、本県にお

ける将来の新幹線整備の実現性を高める上で、

しっかりとこうした様々な選択肢というものを

踏まえながら議論を深め、関係県・市とともに

整備実現に向けて取り組んでまいります。 

○図師博規議員 明確な御答弁をいただきまし

た。日豊本線ルートに一番重きを置くというお

答えだったと捉えております。 

 1971年に、福岡県、大分県、鹿児島県、北九

州市と本県の４県１市で東九州新幹線鉄道建設

促進期成会が発足しており、現在は河野知事が

会長を務められています。その流れをくむ上で

も、日豊本線ルートに重きを置かれるのだと思

います。 

 既に50年前から活動してきている４県１市の

建設促進期成会は、どんな活動をされ、どのよ

うな成果を上げられてきたのでしょうか。そし

て、今後さらなる強力な建設促進へのアクショ

ンが必要ですが、知事は会長として、今後この

期成会をどう動かしていくお考えがあるのかお

聞かせください。 

○知事（河野俊嗣君） 先ほど答弁申し上げま

したとおり、昭和47年から、歴代知事が会長と

いう立場で、毎年、国への要望を繰り返してき

たところであります。先ほど議員も御紹介され

ましたとおり、国からは、現在の整備新幹線の

整備が済んだ後のプロジェクトになるというこ

とをずっと言われ続けてきたところでございま

すが、先ほど答弁しましたような、国の令和５

年の骨太方針で一歩踏み込んだ表現がなされた

この機を捉えて、さらなる機運の醸成を図って

いきたいということでの今の新たな調査、そし

て、大分も含めた他県との連携をしながら、シ

ンポジウム等も展開していきたいと考えている

ところであります。 

 期成会におきましては、今年３月に決定した

東九州新幹線のロゴマークを活用したＰＲ活動

を行うこととしておりますし、大事なことは、

櫛引教授の御指摘がありましたように、各県が

単独で行うのではなしに、沿線の自治体が連携

して、その地域における機運を高めていく、さ

- 164 -



令和７年９月16日(火) 

 

らには、九州全体としても、このプロジェクト

を位置づけて議論を深めていくということも大

事ですし、九州以外の他の基本計画路線との連

携により、次なる新幹線構想に向けた議論を深

めていくこと、このような展開を進めてまいり

たいと考えております。 

○図師博規議員 今御答弁にもありましたが、

やはり新幹線整備を促進するには、関連する沿

線自治体が一体となった動きが必要でございま

すが、隣接県、県外だけではなくて、県内の市

町村との連携も必要かと思います。 

 知事、ここで、県内の市町村との連携をどう

取られるのか。例えば、宮崎市、都城市、延岡

市、この辺りの主要都市との連携協議、具体的

な協議は早く始めるにこしたことはないと思わ

れますが、知事の中でそのビジョンがあります

か。 

○知事（河野俊嗣君） 県としては、こういう

新たな調査を行うことにより議論の材料を提供

し、これからしっかり盛り上げていきたい、議

論を深めていきたい、そのような段階でござい

ます。 

 どちらかというと、県民の間では、宮崎には

新幹線は無理ではないかという諦めの空気とい

うものが漂っているのではないか、いやいやそ

うではないと、しっかり将来に向けての課題と

して位置づけようということで、今こういう展

開をしているところでございます。 

 今、自治体との連携ということでの御指摘で

ありますが、自治体とのまちづくり、それぞれ

様々な思いもございましょう。これからさらに

議論が深まっていくものと期待しております。 

○図師博規議員 次に行きます。県民の理解を

深めていくためには、新幹線整備に関するメ

リットとデメリットも併せて提示し、判断を仰

いでいく必要があります。 

 その際の関心事の一つに、整備費に係る本県

負担分がどれほどになるのかがあると思われま

す。この件につきましては、以前も質問があ

り、その際に答弁で、日豊本線ルートになった

場合、総事業費は３兆 8,068億円で、このう

ち、国が３分の２の負担、地方が３分の１の負

担で、本県が負担する費用は約4,900億円にな

ると試算されているという内容でございまし

た。 

 費用負担の一部は地方交付税措置があるとは

いえ、財政硬直率の高い本県は、到底その費用

を短期間で捻出できるわけもなく、長期的な基

金造成と、その代償としての大幅な県行政サー

ビスの削減が余儀なくされると想像されます。 

 新幹線整備に関する財源確保について、どの

ようなビジョンがあるのか、これは総合政策部

長にお伺いします。 

○総合政策部長（川北正文君） 現在の整備新

幹線における財源スキームは、全国新幹線鉄道

整備法に規定されており、ＪＲからの貸付料収

入を充てた残りの整備費用について、国が３分

の２、地方自治体が３分の１を負担することと

なっております。 

 この自治体負担については、整備法におい

て、新幹線整備に伴い自治体の財政運営に支障

が生じることのないよう、国が必要な措置を講

じるよう努めることとされ、自治体負担額の

90％まで地方債の発行が認められるとともに、

その元利償還金の50％から70％の範囲内で、国

から地方交付税による措置が講じられます。 

 また、全国知事会や九州知事会では、新幹線

整備の新たな財源となる新幹線施設の貸付料算

定の見直しなどについて、国へ提言・要望を行

い、地方負担のさらなる軽減に向けて働きかけ

- 165 -



令和７年９月16日(火) 

 

ております。 

○図師博規議員 現在の国のスキームでも、

2,000数百億円の起債、地方債の発行はやむを

得ないという状況を今御説明いただいたところ

です。 

 さらに、櫛引教授が講演会の中で複数回取り

上げられていた内容が、並行在来線問題です。 

 新幹線整備が進むことで、そこに並行して走

る日豊本線や吉都線は間違いなく減便となり、

通学や通院等での生活の足として利用されてい

た県民には不利益となります。 

 県民が不利益を被るような新幹線整備では、

県民の理解も得にくいと考えますが、並行在来

線問題に関して、知事はどのような見解をお持

ちでしょうか。 

○知事（河野俊嗣君） この財源の問題、並行

在来線の問題は、最初から新幹線問題に係る重

要なテーマということで、御指摘のとおりでご

ざいます。 

 新幹線と並行する形で運行します並行在来線

の経営は、ＪＲにとって過重な負担となる場合

があるため、新幹線開業時にＪＲの経営から分

離される事例が多く見られます。 

 並行在来線は、地域の交通手段として第３セ

クター方式などによる存続が図られる中で、利

用者減少や利便性の維持、自治体による運行経

費の負担などの課題が生じるケースもあると

伺っております。 

 東九州新幹線は、基本計画の段階であり、国

において詳細なルート検討もなされていないた

め、現段階において既存の在来線への具体的な

調査は行っておりませんが、将来、経営分離が

なされた場合、影響が生じるものと考えており

ます。 

 このため、県民向けのシンポジウム等におい

て、並行在来線の課題についても説明を行って

いるところでありまして、引き続き、このよう

な課題も含めて幅広い議論を行ってまいりま

す。 

○図師博規議員 御答弁のとおりです。並行在

来線については、自治体による運行経費の負担

などが今後求められてくる可能性が十分ある

と、御認識いただいていれば大丈夫です。 

 それでは、続きまして、昨年実施された東九

州新幹線等調査において、建設開始を2045年

度、運行開始を2060年度と想定された費用便

益、いわゆるＢ／Ｃの試算結果も公表されてい

ます。 

 この費用便益とは、事業から得られる社会的

恩恵を事業に係る費用で割った比率であり、公

共事業の投資の妥当性を客観的に評価する数値

として用いられています。この数値が１以上で

あれば、便益が費用を上回り、事業実施に値す

ると判断され、１を下回ると、事業実施は不適

切と判断されることが一般的です。 

 ちなみに、今整備中の北陸新幹線金沢－敦賀

間の費用便益の数字は1.0です。では、東九州

新幹線の費用便益試算結果を見ますと0.5で

す。 

 民間事業であれば到底着手不可能な数値であ

り、公共事業においても民間事業感覚が求めら

れる現在において、東九州新幹線は本当に着手

すべき事業なのか、改めて知事の御見解をお伺

いします。 

○知事（河野俊嗣君） 先ほど申し上げまし

た、50年前の山陽新幹線は、地元負担なしで整

備がなされているものでありまして、その後の

整備新幹線は、地元負担３分の１ということで

今整備が進められております。 

 その中で、費用対効果というものがより強く
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議論なされるところでありますが、国が定めた

基本計画路線というものを、そのように方針も

変えながら地元の負担を高めていく、その在り

方というのはいかがなものであろうかというと

ころも、しっかりとした論点を我々提示する必

要もあろうかと思います。 

 費用対効果、いわゆるＢ／Ｃが１を上回るこ

とが着工に当たっての目安とされているところ

であります。 

 昨年度のルート調査では、Ｂ／Ｃが１を下回

るケースもありますが、国の示した算定マニュ

アルにおきましては、１を下回ることのみを

もって、社会的に不必要な事業との評価に至る

ものではないとされているところであります。

あくまでこれは目安ということであります。 

 新幹線整備は国家プロジェクトでありまし

て、Ｂ／Ｃにとどまらず、地域の交流促進、経

済の活性化、災害時の代替輸送、将来世代にわ

たる生活基盤の強化など、長期的かつ広域的な

観点から評価されるべきものであります。 

 新幹線は本県が将来にわたり発展していくた

めの重要な交通基盤であるという思いの下、引

き続き、整備の実現に向けて積極的に取り組ん

でまいります。 

○図師博規議員 御答弁にありましたが、新幹

線整備が地元負担なし、もしくは大幅に減額さ

れる形で進むという場合は、民間主導で、民間

に資金投資をしていただくという前提があって

のことなので、日豊本線ルートでＪＲが優先的

に民間資金の投資をしていただくような動きが

出てくるとするならば、可能性は大きくなるも

のと考えます。新幹線の整備に関しては、また

今後も情報を収集していきたいと思います。 

 次の質問に移ります。次に、カンショ苗の茎

根腐細菌病発生状況に関する質問です。 

 先日の代表質問でも取り上げられましたが、

生産者からの声を代弁する追跡質問をさせてい

ただきます。 

 このカンショ苗茎根腐細菌は、もともと土壌

に微量はある常在菌で、生産者の方も日頃より

土壌分解資材などで対処され、細菌増殖には細

心の注意を払われています。 

 にもかかわらず、生産者からの情報によりま

すと、カンショ苗の供給元である宮崎バイオテ

クノロジー種苗増殖センターから配布された苗

が、植える前に腐敗していることが目視で確認

できたため、至急バイテクセンターに通報され

ました。 

 しかし、この通報前に既に生産者へ供給済み

の苗も多数あり、植付けが終わっている生産者

も多数いらっしゃったようです。 

 ただでさえカンショは県南地区を中心に基腐

病の被害が出ており、それに拍車をかける感染

細菌を県のバイテクセンターの供給苗が拡大さ

せるようなことがあってはなりません。 

 そこでまず、通報前にバイテクセンターから

既に供給された苗がどれほどあったのか、どの

地域に配布されたのか、そして、その苗の作付

面積がどれほどになるのか、農政水産部長にお

伺いいたします。 

○農政水産部長（児玉憲明君） 本県では、カ

ンショ苗の安定的な供給を図るため、県総合農

業試験場の隣接地に、県や市町村、ＪＡで構成

する宮崎県バイオテクノロジー種苗増殖セン

ター、いわゆるバイテクセンターを設置し、生

産に必要な苗の６割に当たる約100万本の苗を

毎年供給しています。 

 当センターでの茎根腐細菌病の発生について

は、本年５月に疑いの報告を受け、試験場がカ

ンショ苗を栽培しているハウス13棟全てを検査
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したところ、７棟において苗増殖用に植え付け

ていた約19万株のうち、88株の発生を確認した

ものです。 

 また、これら７棟から本年４月と５月に供給

済みの苗は、栽培面積で約13ヘクタール分に相

当する約40万本となっており、児湯地区や宮崎

中央地区など、９つのＪＡ地区本部へ供給され

ています。 

○図師博規議員 それでは、児湯地区など９つ

のＪＡに供給されていた苗ですが、実は生産者

から、２～３年前からカンショの茎根腐れが増

えて収穫量が減っており、ひょっとしたら、こ

の頃からバイテクセンターの苗が感染源だった

のではないかという声も出ています。 

 センターでの茎根腐細菌病の発生はいつから

把握していたのか、苗を出荷停止にするまでど

ういう経緯をたどられ、迅速な対応がされたの

かどうか、再度、農政水産部長にお伺いしま

す。 

○農政水産部長（児玉憲明君） 茎根腐細菌病

については、生態や防除方法などが解明されて

いないことから、県では、本年５月に初めて発

生を確認した後、直ちに国の研究機関等へ助言

を仰ぐとともに、バイテクセンターやＪＡと連

携して緊急的な対応を行っております。 

 具体的には、発生確認の翌日には、予約苗約

10万本全ての供給を停止するとともに、この措

置で影響のあった農家に対しては、他の種苗業

者の苗をあっせんするなど、今期の作付への影

響を緩和する対応をしたところです。 

 また、当センターから４月以降に供給済みの

苗については、ＪＡと県で緊急的に生育の調査

を実施し、病気が疑われる苗の抜取りを行うと

ともに、既に植付けが終わった圃場でのドロー

ン防除を支援したところです。 

○図師博規議員 それでは、バイテクセンター

内でどのような防疫体制となっていたのか、そ

れを取られていたにしても、なぜセンター内、

ハウス内で、細菌、病原菌が蔓延状態になって

しまったのか、再度、農政水産部長にお伺いし

ます。 

○農政水産部長（児玉憲明君） バイテクセン

ターで発生した原因は、国等の研究員の見解に

よると、この細菌がもともと土壌に常在してい

ることや、生育を早めるためにハウス内を高温

多湿にする管理に加え、春先の急激な気温上昇

など、複数の要因により、発生しやすい環境と

なったのではないかと示唆されています。 

 このため県では、これまで行ってきた土壌や

ハウス等の消毒に加え、細菌の活動が盛んとな

らない温度、湿度での管理を指導するととも

に、土壌からの感染を防ぐために、苗を容器に

植え付け、土壌と直接接触しないよう、ベンチ

の上で管理する生産方式へ切替えを進めている

ところです。 

 県としましては、引き続き、カンショ苗の安

定供給に努めてまいります。 

○図師博規議員 この苗の感染が確認されてか

ら、ドローンでの防除なんかもしておられるよ

うですが、実は、カンショ苗が出荷停止になる

前に、感染していた可能性がある苗を植え付け

た生産者らから、今月中に収穫が始まるという

話を聞いています。 

 つまりドローンで防除したとて、既に根のほ

うに感染しているのであれば、掘ってみないと

分からないというのが茎根腐細菌病の現状のよ

うです。 

 もし茎根腐病に感染してしまい、焼酎原料用

にもならず、種芋にも使用できない芋がどんど

ん出てくる状況になってしまいますと、収入が
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激減する生産者が多数出てまいります。 

 そのような状況に至った場合には、県として

どのような対応をするのか、私は所得補償を

しっかりすべきだと考えますが、農政水産部長

のお考えをお聞かせください。 

○農政水産部長（児玉憲明君） バイテクセン

ターから本年４月と５月に苗を購入し、植え付

け後に茎根腐細菌病の疑いにより抜取りをした

農家に対しては、バイテクセンターが苗代の返

金をする方向で調整を行っております。 

 また、現時点において病気が確認されておら

ず、栽培を継続している農家については、収穫

作業が終了するまで、ＪＡと県が連携して、収

量が大幅に減少する農家がいないか、生育状況

の追跡調査や巡回指導を行っております。 

 今後とも、バイテクセンターの苗を購入した

農家について、来年の作付意欲に影響が出ない

よう、ＪＡとも連携して丁寧な対応を行ってま

いります。 

○図師博規議員 ぜひ丁寧な聞き取りをされ、

また、収穫量の追跡調査をされた上での対応を

取っていただきますよう申し述べておきます。 

 それでは、次の質問に参ります。危機管理体

制と訓練の必要性について伺ってまいります。 

 先日、新田原基地関係者との意見交換を行

い、能登半島地震の際の航空自衛隊小松基地の

任務遂行状況の説明を受けました。 

 具体的には、令和６年１月１日から５月まで

の間に、派遣自衛隊員を約２万人受け入れ、自

衛隊ヘリを350回離発着させ、給水支援実績約

１万トン、給食支援実績約２万食、医療支援実

績として、救護所支援、巡回診療・搬送支援等

合わせて約500人もの方々を小松基地だけで救

われております。 

 本県においても、南海トラフ巨大地震が30年

以内に発生する確率が80％に引き上げられてお

り、今後さらに関係機関との危機管理体制の拡

充が不可欠な状況となっております。 

 そこで、南海トラフ地震発生時に宮崎空港が

壊滅的な被災をした場合、新田原基地との連携

はどのようなシミュレーションがなされてお

り、それらを基にどのような具体的な訓練が実

施されているのか、またその予定があるのか、

危機管理統括監にお伺いします。 

○危機管理統括監（津田君彦君） 南海トラフ

地震が発生した場合、宮崎空港は津波等による

甚大な被害が想定されることから、ヘリコプ

ターなどの航空機を活用した応急対策活動のた

めの拠点施設を、宮崎空港以外にも確保してお

く必要があります。 

 このため県では、南海トラフ地震の応急対策

活動計画において、新田原基地を救助活動のた

めの航空機用活動拠点や、重症患者の医療搬送

を行う航空搬送拠点の一つに位置づけておりま

す。 

 また、宮崎空港に駐機している県有ヘリの緊

急避難場所としても、新田原基地を活用するこ

ととしております。 

 新田原基地も参加した訓練については、大規

模災害時の救助活動等を想定して実施している

ところであり、今後とも、連携を深めながら必

要な備えを進めてまいります。 

○図師博規議員 今年１月に、県が高鍋町の農

業大学校内に、県内最大規模の災害支援拠点を

整備されています。 

 災害時を想定し、県トラック協会等と緊急輸

送に関する協定が交わされているようですが、

道路が寸断された状況ではヘリ輸送が中心とな

り、県の防災ヘリだけではなく、自衛隊ヘリへ

の出動要請をされることになると思われます。 
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 具体的に、民間輸送会社や自衛隊と連携し、

災害支援拠点からの輸送シミュレーションや合

同訓練などは実施されていますか、危機管理統

括監にお伺いします。 

○危機管理統括監（津田君彦君） 大規模災害

が発生し、道路や水道、電気などの社会インフ

ラが寸断される中、被災者へ迅速な物資供給を

行うためには、自衛隊など関係機関との連携は

重要であります。 

 このため、県ではこれまで、災害時の物資の

受入れや輸送に関して、関係機関も参加する図

上及び実動型の訓練を行い、対応手順の確認や

連携体制の強化を図ってきました。 

 また、今年度の県総合防災訓練では、自衛隊

や県トラック協会などの物流関係団体と連携

し、新たに高鍋町に整備した災害支援物資拠点

施設から、各市町村の拠点施設等へ物資を輸送

する訓練を行う予定です。 

 今後とも、災害時に円滑な応急対策活動がで

きるよう、関係機関との連携を図りながら必要

な取組を進めてまいります。 

○図師博規議員 ぜひその有効的な訓練を続け

ていただければと思います。 

 次の質問に移ります。 

 先日、地元の商工会総会に参加させていただ

きました。議事進行はスムーズでしたが、総会

終了後、宮崎県商工会連合会から、現在検討中

の宮崎県商工会あり方プランの説明がありまし

た。 

 その中で、商工会は、中山間地域の最後のと

りでとして、小規模事業所や地域住民から頼り

にされる存在であるとされながらも、県内35商

工会の財政シミュレーションでは、10か所の商

工会が単年度赤字になっている現状や、今後、

県や市町村からの補助金がこれ以上増えること

は難しい状況が示されました。 

 その後で説明されたのが、商工会の経営指導

員の合同設置イメージや、経営・情報支援員の

広域連携イメージについてでありました。具体

的には、木城、三財、西米良の商工会を１つの

ブロックとして経営・情報支援員を配置し、業

務の効率化や標準化を図るというものでした。 

 その説明を聞いて私はすぐに手を挙げ、木

城、三財、西米良の商工会を行き来するだけ

で、今まで以上に時間を要し、とても効率化に

つながるとは思えないし、今後、財政健全化の

名目で小規模商工会の合併を進めていく前段階

になるのではないかと苦言を呈したところ、会

場からも賛同の声が上がりました。 

 実際、このプランの経営指導員の合同設置や

経営・情報支援員の広域連携はどのような内容

なのか、担当部局として情報収集している内容

と県の受け止めについて、商工観光労働部長に

お伺いします。 

○商工観光労働部長（児玉浩明君） 宮崎県商

工会あり方プランにつきましては、県商工会連

合会において、事業者に対する支援体制の確保

や業務効率化などを目的に、現在、検討が進め

られております。 

 このプランにある経営指導員の合同設置につ

いては、現在の人員を活用しながら、小規模な

商工会が連携し、共同して事業者への支援を行

うことや、先輩職員から若手職員への職場内研

修などが想定されていると伺っており、県とし

ましては、支援体制の確保や経営指導員の資質

向上につながるものと期待しております。 

 また、業務等の広域連携についても、記帳代

行など定型業務での実施が想定されており、職

員の業務負担の軽減や共同処理による業務の標

準化が図られ、業務効率化につながるものと考
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えております。 

○図師博規議員 今の答弁ですと、小規模な商

工会の合併が前提ではないかという疑念は払拭

されておりません。 

 再度、商工観光労働部長にお伺いしますが、

経営・情報支援員の人員削減はないんですね。 

また、小規模商工会も今後しっかり存続でき

るのかということについて、商工観光労働部長

の見解をもう一度お伺いします。 

○商工観光労働部長（児玉浩明君） 宮崎県商

工会あり方プランにつきましては、県商工会連

合会におきまして、事業者に対する支援体制の

確保や業務効率化などを目的に、現在、検討が

進められているものと承知しております。 

 人員の配置ですが、こちらにつきましては、

県商工会連合会において検討されるものと認識

しておりますけれども、人員削減の有無につい

ては伺っておりません。 

○図師博規議員 人員削減はないという御答弁

でしたし、また、県からの補助金が削減されな

ければ人員削減も起こらないので、今後も県と

して、商工会連合会並びに地域商工会の支援に

しっかり尽力していただきたいと思います。 

続けます。経営指導員や経営・情報支援員は

減らされないということがありましたが、それ

でも、少子高齢化、人口減少が急激に進む地域

においては、商工会運営が厳しくなることは明

らかです。 

 しかし、地域活性化の中核を担い、小規模事

業者に寄り添えるのは商工会だけであり、今後

さらに増加する買物難民や交通難民などへ手を

差し伸べる手段を講じられるのが商工会です。 

 全国的には、商工会と自治体が連携し、地域

の農畜産物を活用した特産品開発や、地域活性

化イベントを積極的に共同開催し、商工会会員

の会費や手数料を増額することなく財源確保を

しているところもあります。 

 本県は、商工会との連携でどのような成果を

上げ、どう地域振興につなげているのか、商工

観光労働部長に伺います。 

○商工観光労働部長（児玉浩明君） 県では、

県商工会連合会及び各商工会の人件費や活動経

費に対する支援を行っているほか、県商工会連

合会に職員を派遣するなど、日頃から様々な形

で商工会と連携を図り、地域経済の活性化に向

けて取り組んでいるところです。 

 この中でも、今年度は、県内事業者の稼ぐ力

を強化し、持続的な賃上げを後押しするため、

商工会と連携し、生産性向上や新事業展開等に

向けた取組も進めております。 

 また、地域振興に向けた取組事例について

は、各商工会において、宅配サービスなど買物

弱者に対する支援や軽トラ市の開催、街路灯の

維持管理など、それぞれの地域の実態に応じた

取組がなされているところです。 

○図師博規議員 今後も引き続き、地域商工会

との連携強化を期待しております。 

 次の質問に参ります。 

 先日、有料老人ホームや小規模多機能型居宅

介護、また養護老人ホーム、そして訪問介護事

業所等を経営されている方々10名にお集まりい

ただき、今後の宮崎における高齢者福祉に必要

な政策について意見交換をしてきました。 

 本県の福祉行政に関する様々な要望が寄せら

れると思いきや、冒頭より続々と出された意見

は、「既に経営に行き詰まっており、いつ事業

を廃止するのかを考えている」や「ここ２～３

年で内部留保は吐き出してしまい、今後は人員

を削減するかボーナスを減額せざるを得ない」

など大変厳しい経営状況報告が続き、さらに
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「団塊の世代が後期高齢者になり、2035年から

2040年には高齢者人口がピークを迎えるが、そ

れ以降は高齢者施設が供給過多となり、倒産が

増加すると言われている、いわゆる福祉の出口

問題は、既に宮崎では始まっているんだ」とい

う発言があったときに、一同大きくうなずかれ

ていました。 

 確かに、この福祉の出口問題の前倒しは全国

的に波及しており、朝日新聞によりますと、昨

年だけでも全国で784件の介護事業者が倒産及

び事業の休廃止に追い込まれています。 

 この状況を放置してしまうと、高齢者人口が

ピークを迎える前からサービス提供事業所が地

域からなくなり、介護保険料を払っても介護を

受けられない高齢者が急増することにつながり

かねません。 

 このことを如実に表している調査がありま

す。警察庁から公表された内容では、昨年だけ

でも全国の65歳以上の孤独死が５万8,000人に

も上り、このうち発見までに１か月以上かかっ

た方が約5,000人おられ、単身でもなく同居者

がいる世帯でも、高齢者が高齢者を介護する老

老介護では、認知症がゆえに同居者の死亡に気

づくのが遅くなる、いわゆる同居の孤独死も毎

年200件ほど確認されています。 

 そこでまず、本県の高齢者関係事業所の最近

の倒産及び休廃止の状況と、その主な理由につ

いて、福祉保健部長にお伺いします。 

○福祉保健部長（小牧直裕君） 高齢者施設等

の休廃止の件数は、主なものとして、有料老人

ホームでは、令和５年度が10件、６年度が８件

となっており、市町村が所管する地域密着型

サービスのうち、認知症高齢者グループホーム

及び小規模多機能型居宅介護では、令和５年度

が９件、６年度が８件となっております。 

 また、居宅サービス事業所のうち、訪問看護

では、令和５年度が10件、６年度が８件、通所

介護では、令和５年度が22件、６年度が18件、

訪問介護では、令和５年度が26件、６年度が39

件となっております。 

 休廃止の主な理由としては、人材不足や採算

が見込めないことなどとなっております。 

○図師博規議員 今、数字を羅列していただき

ましたが、足し算をしますと、ここ２年間で

158事業所が倒産もしくは休廃止に追い込ま

れ、ドミノ倒しのように増加していることが示

されました。現在のところ、高齢者事業所は新

規参入者もいらっしゃるので、急激に介護難民

が増加している状況には陥っていないようです

が、本県は県民当たりの有料老人ホームベッド

数は全国トップクラスなので、近い将来、サー

ビス供給過多からの経営難となる事業所が増え

てくることは間違いありません。 

 現在、最も経営難に追い込まれているのが、

国の訪問介護報酬減額というばかげた政策によ

り、もろに影響を受けている訪問介護事業所で

す。２年間だけでも本県で65か所の訪問介護事

業所が休廃止となっていることは、とても看過

できる状況ではありません。 

 訪問介護の介護報酬が改悪となった状況に対

する支援を講じるべきだと考えますが、事業所

を守るための施策について、福祉保健部長にお

伺いします。 

○福祉保健部長（小牧直裕君） 訪問介護事業

所は、昨年４月の介護報酬引下げの影響を受

け、厳しい経営環境にあると認識しておりま

す。 

 このため県では、今年度、地域医療介護総合

確保基金等を活用し、訪問介護事業所に、人材

確保や経営改善に要する経費の補助や、処遇改
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善加算の新規取得等の支援を行っております。 

 加えて、物価高騰に対する支援金として、１

事業所当たり５万円、中山間地域等に所在する

場合には、７万円の支給を行ったところであり

ます。 

 また、介護報酬について、物価変動が毎年反

映されるよう、国に対して直接要望を行うとと

もに、全国知事会を通じて、令和９年度の次期

改定を待たず、報酬の臨時改定を行うことなど

を国に要望しております。 

○図師博規議員 １か所の事業所につき５万

円、中山間地域に関しては７万円の支給という

ことですが、これは年間ですよね。じゃ年間こ

れぐらいの補助金で事業の健全化が図れるか、

とても難しい内容だと思います。 

 さらに、どの事業所も抱えるのが介護人材確

保の問題です。この対策については、全国各地

の自治体が支援策を打ち出しており、特に外国

人材の受入れに関しては、既に競争が激化して

いる状況です。 

 本県としても、この人材確保競争に積極的に

参戦する必要がありますが、どのような取組を

されているのか、福祉保健部長にお伺いしま

す。 

○福祉保健部長（小牧直裕君） 県では、介護

事業所が行う留学生への奨学金支給、資格取得

のための経費や家賃に対し補助を実施しており

ます。 

 また、国内外で外国人材の獲得競争が激化し

ていることから、令和６年度より、事業所と外

国人材のマッチング支援や、海外現地で本県で

の介護の仕事をＰＲする事業に取り組んでお

り、今年度はインドネシアを訪問し、地元の学

生にＰＲ等を行ったところです。 

 これらの取組により、県内の外国人介護人材

数は、令和６年12月時点で718人と、１年間で

約350人増加しており、これまでの成果が出て

きているものと考えております。 

 今後は、長く宮崎で活躍してもらえるよう定

着支援に取り組むとともに、積極的な人材確保

の取組を進めてまいります。 

○図師博規議員 千葉県では、ベトナム政府と

覚書を締結し、ハノイの日本語学校５校と介護

を学ぶ留学生を支援する、千葉県留学生受入プ

ログラムを実施しています。 

 具体的には、県と介護施設が合同でハノイの

学校に在籍中から学費の支援を行い、日本に来

てから日本語学校と介護福祉士養成学校に通う

３年間の居住費を助成し、さらに学費を修学資

金として貸し付ける制度まで整え、介護人材を

がっちり囲い込むことに成功しています。 

 本県もぜひ、介護事業所に支援金を出すので

はなく、介護人材、学生なり今後宮崎を選んで

くれる方々に直接支援金を届けるような政策立

案が必要だと考えます。 

 次の質問に移ります。 

 ７月19日に、高次脳機能障がい家族会と県障

がい福祉課の意見交換会が開催されたので、私

も参加させていただきました。会場となった県

総合保健センターのリハビリテーション交流室

は、当事者とその御家族等関係者で席が足りな

いほどのすし詰め状態でした。 

 県内には約7,000人もの高次脳機能障がいの

方がいらっしゃると推計されていますが、家族

会と県当局との意見交換が始められたことで、

ようやく高次脳機能障がいが福祉の入り口にた

どり着いたという感があります。 

 意見交換の中では、専門機関やリハビリ施設

の設置、相談支援体制の拡充の要望、先進自治

体の取組の内容等が矢継ぎ早に飛び交い、熱気
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を帯びた会場の中で、県側からの今後の支援方

針等の発言がありましたが、具体的な資料の提

示すらなかったことを即座指摘され、建設的な

意見交換とは言い難い光景でありました。 

 そこでまず、今回の意見交換で出された内容

を含め、当局はどのような見解を持たれている

のか、福祉保健部長にお伺いします。 

○福祉保健部長（小牧直裕君） ７月19日に開

催されました高次脳機能障がい家族会との意見

交換につきましては、出席した職員から報告を

受けておりまして、皆様の日頃の御苦労や生き

づらさなどを再認識するとともに、高次脳機能

障がいを取り巻く様々な課題の解決に向けて、

着実に取組を進めていくことが重要であると感

じたところです。 

 県としましては、当事者及びその御家族が地

域で安心して生活を送ることができるよう、家

族会をはじめ関係機関とのさらなる連携を深め

ながら、引き続き必要な支援に取り組んでまい

ります。 

○図師博規議員 意見交換の中でも出されまし

たが、当事者や御家族の方は、相談して、適切

な指導やリハビリ、そして就労につながるよう

な支援を求められています。 

 現在、本県の当事者や御家族からの相談件数

と支援体制はどうなっているのか、再度、福祉

保健部長にお伺いします。 

○福祉保健部長（小牧直裕君） 高次脳機能障

がいに関する相談支援につきましては、支援拠

点である身体障害者相談センター及び宮崎大学

医学部において対応しております。令和６年度

の相談件数は263件であります。 

 相談に当たっては、内容に応じて、障がい発

症の原因となる疾患などの聞き取りや心理士の

専門的知見に基づく検査、支援協力医療機関の

案内などの対応を行っております。 

 適切な支援につなげるには、相談窓口の周知

や支援ネットワークの活用が重要であるため、

県では、相談窓口のさらなる普及啓発や支援体

制の充実等に努めてまいります。 

○図師博規議員 本県の１年間の相談件数は

263件でしたが、これはちなみに、大分県です

と623件、熊本県ですと1,021件と、本県とは大

きな開きがあります。 

 相談しても適切な指導が受けられないと、ま

た相談しようという気持ちにはなかなかなりに

くいので、支援体制プラス、その後のフォロー

までしっかりされることが必要です。 

 続けます。高次脳機能障がいの支援協力医療

機関は現在47施設、そして確定診断が可能な医

療機関として22施設を県は公表していますが、

実際、その医療機関を受診しても、確定診断は

おろか、ほかの病院の精神科を受診することを

勧められるなど、たらい回し状況にもなってい

るようです。 

 県が公表している医療機関は、どのような基

準や体制をもって支援協力医療機関としている

のか、また、医療機関リストの見直しをしてい

く考えがないのかどうか、福祉保健部長にお伺

いします。 

○福祉保健部長（小牧直裕君） 県では、地域

において、高次脳機能障がいのある方に対し、

診療や、身体機能、言語の訓練等を行うことが

できる47の病院等を支援協力医療機関として登

録し、そのうち22の医療機関については、確定

診断が可能な機関として県のホームページで公

開しております。 

 これらは、令和４年度に、県内の整形外科や

脳神経外科等を有する病院等を対象にアンケー

ト調査を実施し、登録の意向を示された医療機

- 174 -



令和７年９月16日(火) 

 

関となっております。 

 県としましては、支援協力医療機関の実態や

他県における取組の把握に努めるとともに、登

録に当たっての考え方やその役割について、当

事者にとって必要な支援につながるよう見直し

を図ってまいります。 

○図師博規議員 見直しをされるという御答弁

をいただきました。 

 次に、当事者の方、御家族の方が切望されて

いるのは、やはり専門機関、高次脳機能障がい

支援センターの設置であります。 

 国の法案化を待っていたのでは、開設がいつ

になるか定かではありません。熊本も鹿児島も

徳島も、既に県が先行して支援センターを開設

され、専門性の高いサービスを提供されていま

す。 

 本県もできることを即座に始め、高次脳機能

障がいの方々に福祉の入り口をつくっていただ

きたい。福祉保健部長の見解をお伺いします。 

○福祉保健部長（小牧直裕君） 現在、国にお

いて議論されております高次脳機能障害者支援

法案では、地域における相談支援体制を強化す

るため、都道府県に高次脳機能障がい支援セン

ターの設置を促すことが検討されております。 

 この状況を踏まえ、県では、先月、そのよう

な機能を有するセンターを既に設置し、支援に

取り組んでいる自治体へ赴き、現場で活躍され

ている関係者の方々から直接お話を伺うなど、

情報収集等に取り組んでおります。 

 引き続き、高次脳機能障がい支援連絡会議な

どを通じて、家族会をはじめとする関係機関と

の議論を深めながら、当事者の実態に即した支

援につながるよう、みやざきモデルとなるよう

な支援センターの在り方について研究を進めて

まいります。 

○図師博規議員 熊本、鹿児島、徳島にでき

て、宮崎にできないことはありません。ぜひ前

のめりで、支援策、具体的なセンター設置へ動

いてください。 

 最後に、高次脳機能障がい家族会会長のお言

葉をお伝えします。「花のように置かれた場所

で咲きなさいという言葉がありますが、あれは

うそです。置かれた場所で咲けないから障がい

者は困っているのです。咲ける場所を県がセッ

ティングしてください。これ以上、先延ばしに

しないでください」という切実な声です。 

 どうか県も高次脳機能障がいの方々の現状を

しっかり捉まえて、今後、対策を講じていただ

くことを知事にもしっかり申し伝えたところ

で、私の一般質問を終わらせていただきます。

（拍手） 

○日髙陽一副議長 次は、内田理佐議員。 

○内田理佐議員〔登壇〕（拍手） 皆様、こん

にちは。延岡市選出の内田理佐です。 

 まず、宮崎県史と神話について質問いたしま

す。 

 本県は、日向神話のふるさととして、高千穂

や西都原、日向など、あらゆる地域に天孫降臨

や神武天皇東征などの神話の舞台が存在しま

す。神話は、郷土の歴史・文化の根幹であり、

県民の誇りであると同時に、観光資源として

も、高千穂峡や美々津、西都原古墳群、鵜戸神

宮など、国内外から注目される魅力となってお

ります。これらは、これまでの県の取組である

記紀編さん事業や、またキキタビなどの様々な

事業のおかげだと感謝しております。 

 しかし、宮崎県史においては、神話の記述の

多くが鹿児島県の展開として取り上げられてお

り、本県独自の視点からの位置づけが十分では

ないという課題があります。 
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 学説的にも、三重大学の宮崎照雄名誉教授が

理系学者の視点から、初代天皇の神武天皇は、

県北地区で暮らした後に東征したと主張してお

られ、学術的評価を受けて賞を受賞されていま

す。そういった点からも、宮崎県史における神

話の記述が宮崎の展開でないのはとても残念に

思います。 

 例えば、本県の宮崎県史をひもときますと、

日向神話の舞台について、「構成上、日向（ひ

むか）の地名を借りただけで、実体はない」

「借りてきた地名は鹿児島県内の地名」といっ

たように、宮崎説を否定するかのような表現が

記されています。 

 一方で、歴史的には、霧島山説（宮崎県高原

町）、高千穂説（西臼杵地方）、笠沙の御前説

（鹿児島県南さつま市、延岡市、西都市）な

ど、複数の学説や伝承が併存しており、いずれ

も多くの識者が論じてきた経緯があります。に

もかかわらず、県史にはその多様性が十分に整

理されていません。 

 一方で、県としては、日向神話のふるさと宮

崎として観光振興を進め、国内外に積極的に宮

崎説を発信し、県民の誇りとして神話を位置づ

けています。しかし、県史の記述では「実体が

ない」との表現が残されており、この点に非常

に大きな違和感を覚えます。もし県史の記述と

観光政策が大きく食い違ったままであれば、県

民や観光客にとっても混乱を招きかねません。 

実際に宮崎で、ガイドボランティアの説明の

下、神話観光をされた方が大変感動され、後に

宮崎県史を読まれたそうですが、そこには鹿児

島説が取り上げられていました。宮崎県史と観

光ガイド、どちらを信じますでしょうか。「ガ

イドさんの説明はうそなのか」と疑問を持たれ

たのは言うまでもありません。 

 私が度々議会で県史を取り上げているのは、

県史は、我々のルーツや歴史を知るものであ

り、学問や政策にも役立ち、誇りを育てるもの

だと考えるからです。 

 神話を観光にどう位置づけ、地域振興へつな

げていくのか。今後も日向神話を生かした観光

振興に取り組むべきと考えますが、商工観光労

働部長の見解をお伺いします。 

 また、神話は単なる観光資源にとどまらず、

教育や地域の誇りにも直結する大切な歴史的資

産です。学術的な解釈の広がりや歴史的経緯を

踏まえつつ、神話をどう次世代に継承し、地域

づくりに生かしていくのか。神話を生かした地

域づくりについて、今後どのように取り組むの

か、知事のお考えをお聞かせください。 

 次に、神楽のユネスコ無形文化遺産登録につ

いて質問します。 

 私は、２月議会においても質問させていただ

きました。その際、副知事からは、「神楽は本

県が世界に誇る文化遺産であり、登録の優先度

は最も高い」との答弁をいただき、国への要望

や関係団体への働きかけを進めているとの説明

がありました。 

 一方で、温泉文化の登録に向けた運動が全国

規模で展開されています。 

そこで、いよいよ10月から11月に候補の選定

が行われるようですが、神楽のユネスコ無形文

化遺産登録について、２月議会以降の進捗状

況、そして、今後さらに全国の後押しを得なが

らの登録実現に向けた取組について、知事の御

所見をお伺いします。 

 以上で壇上からの質問を終わります。（拍手）

〔降壇〕 

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えしま

す。 
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 まず、神話を生かした地域づくりについてで

あります。 

 本県には、県内各地に神話ゆかりの伝承地や

神楽、祭りなどが数多く残されており、日向神

話は、長年受け継がれてきた本県固有の貴重な

文化資源として、県民の誇りや郷土愛の源に

なっているものと考えております。 

 御紹介いただきましたように、平成24年の古

事記編さん1300年、令和２年の日本書紀編さん

1300年、この大きな歴史的節目を捉えて、記紀

編さん1300年記念事業に取り組み、改めて地域

のこうした宝に光を当て、県内外への発信に努

めてまいりました。 

 その後、令和５年に策定しました「みやざき

文化振興計画」において、文化を活用した地域

づくりを施策の柱に掲げ、神話を生かした地域

の魅力向上や誘客促進、多様な主体が神楽を支

える仕組みづくりなどに取り組んでおりまし

て、県民を対象とした神話講座や県内外での神

楽公演、神話ゆかりの地を巡るキキタビなど、

様々な施策を進めております。 

 また、大阪・関西万博において、９月３日か

ら５日までの３日間、これは九州各県と連携し

て出展したものでありますが、本県のブースに

おいては、神話の世界をイメージしたブースを

設置しまして、ＶＲで神楽の世界を体験いただ

くなど、多くの来場者の皆様に「神話のふるさ

とみやざき」をしっかりとＰＲすることができ

たと考えております。 

 今後とも、市町村や関係団体と連携しなが

ら、国スポ・障スポなどあらゆる機会を通し

て、本県の魅力を県内外に力強く発信するな

ど、神話を生かした地域づくりにしっかりと取

り組んでまいります。 

 次に、神楽のユネスコ登録についてでありま

す。 

 神楽の2028年のユネスコ登録を目指し、今年

度、提案候補に選定されるよう、全国の関係者

とともに国に要請等を行っております。 

 今年は知事の会を設立し、５月には、東京で

開催した機運醸成のための総決起大会も開催し

ております。それ以降も、大阪・関西万博をは

じめとする各地での神楽公演など、関係者が一

体となって神楽の魅力発信に努めております。 

 また、本県では、８月に県主催で神楽フェス

ティバルを開催し、子ども神楽や広島県の比婆

荒神神楽などの公演を行ったほか、市町村にお

いても、例えば３月の古事記物語ｉｎのべおか

など、神話と神楽に触れるイベントなどが開催

されており、県全体として一体となって今取組

を進めております。 

 ただ、ユネスコ登録はゴールではない、その

ことも大事なことであろうかと考えておりま

す。神楽の価値をさらに高め、神楽の保存・継

承に懸命に取り組む皆様に、自信や誇り、そし

て将来に向けた希望をもたらす、さらには、関

係人口の増加や地域の活性化を目指していく、

こういう様々な目的を持って取り組んでいるも

のでございます。 

 候補選定の吉報を、今年度の神楽シーズンに

県内の皆様にもお届けできるよう、全国の関係

者とともに、引き続き全力で取り組んでまいり

ます。以上であります。〔降壇〕 

○商工観光労働部長（児玉浩明君）〔登壇〕 お

答えします。日向神話を生かした観光振興の取

組についてであります。 

 本県に伝わる日向神話は、歴史的・文化的資

源だけでなく、価値の高い観光資源でもありま

す。 

 このため県では、神話に触れながら神社やゆ
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かりの地を巡るキキタビを展開し、記念御朱印

の授与やスタンプラリー等を通じて周遊を図っ

てまいりました。 

 これらの取組により、神社では、魅力ある御

朱印の考案や、手を清める水鉢に季節の花を浮

かべる、いわゆる花手水による参拝者へのおも

てなしにも結びついており、関係者からは「周

辺にも集客が増え、地域活性化につながってい

る」といった声もいただいております。 

 県としましては、さらなる誘客を図るため、

今年度、新たに神話スポットへの音声ガイドシ

ステムの整備やプロモーションなどを実施する

こととしており、引き続き神話を生かした観光

振興に取り組んでまいります。〔降壇〕 

○内田理佐議員 2027年の国スポ・障スポで

は、天皇皇后両陛下が御訪問になると見込まれ

ております。 

また、ユネスコ無形文化遺産登録を目指す神

楽の原点は、神話であります。県民は、神話と

神楽にとても誇りを感じていると思います。 

 県史について答弁が難しいということは理解

いたします。新たな史料や研究成果が出た際に

は、宮崎県の視点を反映した改訂を望むところ

であります。 

 また、今後の観光ビジョンに、しっかりと宮

崎の神話、日向神話を落とし込むように、ぜひ

ともよろしくお願いいたします。 

 また、神楽のユネスコ無形文化遺産登録にお

いては、登録認定がゴールではないというよう

な御答弁には賛同いたします。よろしくお願い

いたします。 

 次に、西南戦争についてです。 

 2027年は、西南戦争終結から150年の節目を

迎えます。これは、宮崎県の歴史や文化を広く

発信し、観光や地域経済の振興につなげる絶好

の機会です。鹿児島県、熊本県と連携し、記念

イベントを企画、実施することは、大きな意義

があると考えます。 

 西郷隆盛公は、国内外で高く評価され、多く

の観光客に親しまれており、本県においても観

光資源としての活用が期待されます。 

 過去には、教育長から「延岡市の和田越決戦

跡を、古戦場なども含めて、国指定史跡として

保護・活用する方向で検討」との答弁もいただ

きました。現在も、和田越決戦を語り継ぐ会で

は、定期的に古戦場を守る草刈り作業や古戦場

跡を巡るツアーなどを行っており、県内外から

の参加もあり、海外からの支援もいただいてお

ります。 

 そこで、西南戦争終結150年である2027年に

向けた観光誘客の取組状況について、商工観光

労働部長にお伺いします。 

○商工観光労働部長（児玉浩明君） 南九州に

は、西南戦争の激戦地として広く知られる本県

の和田越をはじめ、熊本県の田原坂、鹿児島県

には西郷隆盛終焉の地など、西南戦争の史実や

史跡等が数多く存在しております。 

 また、議員御指摘のとおり、2027年は西南戦

争終結150年を迎える節目の年であることか

ら、南九州３県で構成する広域観光ルート連絡

協議会が、今年度実施する周遊型観光プロモー

ションの中で、西南戦争をテーマの一つとして

設定することを検討しているところです。 

 県といたしましても、地域の歴史的資源に改

めて注目が集まるこの機会に、南九州３県で連

携を図りながら、まずは機運醸成に努め、さら

なる誘客につなげてまいります。 

○内田理佐議員 前向きな答弁をありがとうご

ざいます。 

 続きまして、都市計画区域マスタープランの
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改定素案についてです。 

 平成22年からの県議会質問において、都市計

画マスタープランについて質問されているもの

を全て確認させていただきました。 

 市街化調整区域の在り方については、時代の

流れとともに大きく変化してきました。 

 まず、昭和55年から平成21年までは、無秩序

な開発を抑える市街化抑制が主目的でありまし

た。その後、平成22年以降は、人口減少の兆し

や地域ニーズを踏まえ、農村維持や地域施設導

入といった観点からの緩和の議論が始まりまし

た。さらに、平成27年以降は、人口減少、防

災、産業振興といった新たな社会課題に直面

し、市街化調整区域をいかに柔軟に見直すかが

大きな論点となっております。 

 具体的には、都城市が線引きを廃止した一方

で、延岡市、日向市では規制が維持されるな

ど、地域間での差が生じており、この点は県議

会でも重要なテーマとして議論されてまいりま

した。また、地区計画や条例指定区域、開発許

可の特例といった柔軟運用の試みはあるもの

の、実際には地元の意向と県の判断、そして、

最終的には政治的な決断が大きく関わっている

ことも指摘されております。 

今回は、その規制が維持される日向、延岡に

ついて質問いたします。 

 先日、日向と延岡の市役所や商工業者に、都

市計画についてお話を伺いました。 

 県北地域では、東九州自動車道の整備効果に

より、工場誘致への期待が高まっていますが、

市街化調整区域の規制が強く、希望しても立地

場所が確保できないという声が多く寄せられて

います。特に、南海トラフ地震を見据え、沿岸

部から内陸部への移転需要が増える中、都市計

画の制約が障害となり、産業振興や雇用確保を

妨げています。また、県南、県央に比べて用地

確保が難しく、延岡、日向の発展を阻む要因と

なっています。 

 今回の都市計画マスタープラン改定に当た

り、移転・立地需要に応えられる仕組みづくり

が急務と考えます。 

 平成30年の本会議では、日向市、延岡市の調

整区域が多く残る状況と、都城市が昭和63年に

線引きを廃止し、人口維持や製造業の発展につ

なげた事例を比較し、県北地域は社会情勢の変

化に対応が遅れているとの指摘がありました。 

 また、鹿児島県は調整区域割合が11％と低

く、製造業の出荷額で差がついたことなど、例

を挙げております。 

 当時、知事は、「現場の声に耳を傾け、県の

活性化に向けて組織全体で考えるよう求めてい

る」と答弁されましたが、８年たった今もその

姿勢は変わっていないと信じます。 

 実際、今議会の提案理由説明では、県産品の

輸出拡大や海外企業の誘致、人材確保の重要性

を強調し、自ら現地を訪れてトップセールスを

行うと述べられました。 

 さらに、10月15日には、みやざき企業立地セ

ミナーで、宮崎県の魅力や立地環境を発言され

る予定です。 

 そこで気になるのは、知事が具体的にどの地

域の立地を勧めるのか、どの地域のリアルを語

るのかという点です。 

 土地を準備するのは市町村、企業誘致の相談

窓口は県もします。土地の用意ができた自治体

に、県の企業立地課から相談者をつなぎます。

ただし、土地を準備するに当たって、相談窓口

となる県の都市計画課と担い手農地対策課は、

規制する側なので、簡単にオーケーはしませ

ん。そして、県は工業団地などのリスクは伴い
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ません。今の県のスタンスは、市町村から見た

らこのような感じです。 

 一体、企業立地課に届く企業側からの相談

は、その３課、そして庁内プロジェクトなどで

協議されているのでしょうか。連携が図られて

いるようには全く感じません。 

 県の立場は規制でしょうか。知事の挑戦する

姿勢が庁内で統一されていますか。知事が提案

理由で「海外からの企業誘致」とおっしゃった

ことを担当が周知していますか。企業誘致は大

きなプロジェクトです。重要な施策で、地域経

済の成長に大きな影響を与えます。代表質問で

も知事選の話が出ましたが、この件は、有権者

からの知事の評価に直結します。私は、知事を

応援する意味でも、今回の質問を通じ、職員の

皆さんの自覚が足りないと感じました。 

 規制と開発のどちらに重きを置くかは知事の

判断だと思います。時代に応じた対応をお願い

したいと思います。 

 先日、自民党会派として知事に提出した「県

政に対する提言書」の中で、地域インフラ整備

の促進による企業立地の推進を掲げておりま

す。 

 そこで、都市計画区域マスタープランの改定

の方向性について、知事にお伺いします。 

○知事（河野俊嗣君） まず、都市計画区域マ

スタープランは、中長期的視点に立った都市の

将来像や、広域的、根幹的な都市計画の方向性

を示すものであります。本県におきましては、

豊かな自然環境と共生する、人口減少下でも持

続可能な都市を実現し、県土の発展につなげて

いくことを目指しております。 

 この中で、居住機能や都市機能を集約し、公

共交通と連携したコンパクト・プラス・ネット

ワークの考えを基本としており、人口や産業な

どの社会情勢の変化に対応するため、市町の意

見を伺いながら、５年ごとにマスタープランの

見直しを行っているところであります。 

 今回の改定では、災害リスクが高まる中、南

海トラフ巨大地震等の大規模災害に備えるた

め、企業や住居の安全な地域への移転も視野に

入れた復興方針を平時から準備する「事前復興

まちづくり計画」の考え方などを追加する予定

であります。 

 また、東九州自動車道や九州中央自動車道、

細島港などの整備進展に伴い、新たな産業拠点

の形成が必要とされる場合には、関係機関と調

整を図った上で、計画的な整備を行う方針を示

すこととしております。 

 このマスタープランは、今申し上げましたよ

うに、県全体の大きな方向性を示すものであり

まして、市町が築きます具体的な計画に基づ

き、県と市町が連携して地域づくりを進めてい

きます。 

 今、企業立地についての御質問もございまし

たが、これも同様であります。県と市がそれぞ

れの役割を果たしながら連携して企業誘致にも

努めていく、そして、このマスタープラン、都

市計画の在り方とも連動させていく、そこが非

常に重要な課題であろうかと考えております。 

 今後とも、市町と連携を図り、地域の実情等

を考慮しながら、しっかりと取り組んでまいり

ます。 

○内田理佐議員 事前復興まちづくり計画の追

加は、すごく前進を感じております。 

 しかし、九州は今、新生シリコンアイランド

の道を歩んでおります。 

 熊本県では、八代市が企業誘致用地適地調査

を行い、候補地を絞り込むなど、積極的に用地

確保に取り組んでいます。また、大分県におい
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ては、県土地開発公社が主体となって産業用地

の取得・造成を行い、さらに大分市では、民間

による産業用地整備を補助する制度まで設けて

います。 

 加えて、長崎県では、市街化調整区域の中で

も、交通条件に優れた土地を企業立地可能地と

して開発できるように、地区計画制度を整備し

ており、実際に諫早市では、京セラが産業団地

に立地するなど成果を上げております。 

 これらのように、近隣県では、県や市が一体

となって、用地取得調査、産業用地の確保、立

地条件整備を進めていますが、本県において

は、十分な動きが見られないように感じており

ます。 

 このような中、現在、宮崎市が事務局とな

り、県内７市１町でＴＥＡＭ ＭＩＹＡＺＡＫ

Ｉを立ち上げ、11月に台湾で台湾企業向けの宮

崎商談会をやるという情報をお聞きしました。

自治体も頑張っています。県と市が一体となっ

た取組を要望しておきます。 

 現在、本県において、市街化調整区域の制約

により思うように開発が進まない現状を、特に

日向市、延岡市に置き換え、お話をしました。 

 国は人口減少を背景に、コンパクトシティー

の形成を目指しております。インフラの維持管

理という観点からも、重要な視点であると理解

しますが、反面、周辺地域の空洞化が進むこと

も懸念されます。実際に有効活用されていない

土地については、柔軟に対応し、積極的に開発

を進めていくべきではないかと思います。 

 今回のマスタープラン改定素案に当たって

は、災害への備えについて見直しが行われてい

ますが、人口減少対策、産業用地の確保など、

本県の実情を踏まえた、より現実的で柔軟な土

地利用の在り方を示していく必要があるのでは

ないでしょうか。 

 市街化調整区域における産業立地について、

都市計画区域マスタープランにどのように位置

づけているのか、県土整備部長にお伺いしま

す。 

○県土整備部長（桑畑正仁君） 都市計画区域

マスタープランにおける商業の立地について

は、大規模小売店舗が郊外に立地すると中心市

街地の衰退が懸念されるため、市街化区域に集

約することで、都市機能の増進を図ることとし

ております。 

 また、工業・物流の立地については、周辺の

環境保全に留意しつつ、計画的な土地利用の検

討を行う必要があります。 

 市街化調整区域への工業・物流の立地につい

ては、市町が主体となって、用途や面積など、

一定の地区における土地利用に関する地区計画

を策定することで、市街化調整区域における工

業団地などの立地に柔軟に対応することも可能

となっております。 

 今後とも、市町が地区計画を策定する際は、

事前相談や助言などの支援を行ってまいりま

す。 

○内田理佐議員 答弁より、地区計画の策定か

ら、工業団地などの立地に柔軟に対応するとい

うことも可能だというようなことをお答えいた

だきました。 

 県北では、様々な制約から大きな機会を逃し

ていると感じております。一方、都城市や宮崎

市では、インターチェンジ周辺での工業団地整

備や、県と市の連携による柔軟な土地利用が進

み、御苦労もあると思いますが、企業立地が比

較的順調に進展しています。こうした違いが地

域間格差を広げているのではないでしょうか。 

 今後、人口減少や災害リスクが高まる中、県
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北では、安全な場所への企業・住居誘導が重要

です。そのため、地区計画を市町に任せきりに

せず、県が主体的に関与し、開発を後押しする

仕組みを導入すべきだと感じております。 

 そこで、都城市や宮崎市で進んだ開発の経緯

を踏まえ、県北地域において、産業立地や災害

に強いまちづくりの実現に向け、どのように取

り組んでいくのか、県土整備部長にお伺いしま

す。 

○県土整備部長（桑畑正仁君） 都城市では、

昭和63年に市街化区域と市街化調整区域の区

分、いわゆる線引きを廃止しており、特定用途

制限地域の指定等により、計画的なまちづくり

を進めております。 

 一方で、宮崎市では、線引きを維持しつつ、

地区計画や土地利用規制緩和等により、工業団

地など新たな産業立地を進めております。 

 また、県北地域では、日向市において、工業

団地の設置に向け、地区計画制度の活用も検討

していると伺っております。 

 県としましては、産業立地や災害に強いまち

づくりを実現するため、関係部局と連携してス

ピード感を持って取り組むこととしており、市

町を対象に、新たな産業立地につながる地区計

画や事前復興まちづくり計画等の勉強会を11月

頃に開催する予定であります。 

○内田理佐議員 これまでも勉強会などを行っ

てきておられますが、事前復興まちづくりにつ

いての勉強会の開催というのは、ありがたく

思っております。 

 私も所属しております都市計画マスタープラ

ンの審議会で、「乱開発を防ぎ、緑地を確保

し、きれいに整った農地を守る」との説明が行

われました。一方で、日向市や延岡市を含む県

北地域では、放棄農地が増加しており、農業者

の意向を尊重しつつ有効活用していく必要があ

ると感じています。 

 しかし、農地転用や開発を進めるに当たって

は、緑地の保全や景観、環境への配慮とのバラ

ンスが必要です。現実には、県北地域では災害

リスクの少ない平地が限られており、農地との

調整に時間を要することで、結果的に企業立地

の機会を逃してきた経緯もありますが、大規模

災害を見据えると待ったなしであり、県が前面

に立って調整を主導し、農業との共生を図りつ

つも、スピード感を持って産業用地を確保して

いく必要があると考えます。 

 そこで、都市計画区域マスタープランの改定

において、農地の有効活用や災害リスクの軽

減、産業用地の確保や環境保全とのバランスに

ついて、県としてどのように考えているのか、

県土整備部長にお伺いします。 

○県土整備部長（桑畑正仁君） 市街化調整区

域内の都市的土地利用については、農地や自然

環境の保全と開発のバランスを保つことが重要

であります。 

 このため、都市計画区域マスタープランの改

定に当たっては、産業用地の確保や災害リスク

の軽減など、総合的な都市づくりの観点から、

新たな産業拠点の形成が必要となった場合に

は、農林漁業と十分な調整を図った上で、周辺

環境と調和した計画的な整備を行うこととして

おります。 

 今後とも、関係部局や市町と調整を行い、優

良な農地や自然環境の保全に努めながら、適切

な土地利用を図ってまいります。 

○内田理佐議員 厳しい発言もしましたが、御

答弁をお聞きしますと、やはり市や町の地区計

画を上げるなどの努力も必要だなと思います

し、勉強会を開催していただくというのは本当
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にありがたく思っております。 

 首長の皆さんとお話をしておると、県はアク

セルは吹かすと、しかし、自治体にはブレーキ

もかけられて、しまいにはタイヤが擦れちゃう

んじゃないかと、そういう表現をされるような

お話も伺いました。 

 心配な面もありますが、やっているかもしれ

ませんけれども、県と市町が一体となった取組

をさらに踏み込んでやっていただきたい、その

ように思っておりますので、どうぞよろしくお

願いいたします。 

 次に、インフラ・物流環境についてです。 

 本県の高速道路網においては、依然として未

整備区間が存在しており、先ほどより都市計画

について質問しましたが、未整備区間の解消も

企業誘致や地域経済の活性化に極めて重要で、

一体として取り組まないといけません。 

 特に日向市や延岡市をはじめとする県北地域

では、工業団地や産業拠点へのアクセスが十分

でないため、企業の立地判断や物流に影響を及

ぼしているとの声が地元企業や商工団体からも

寄せられております。 

 こうした状況を踏まえ、県として、国に対す

る要望活動を一層強化し、早期整備を働きかけ

ることが極めて重要であると考えます。 

 そこで、九州中央自動車道の早期整備に向

け、どのように取り組んでいるのか、県土整備

部長にお伺いします。 

○県土整備部長（桑畑正仁君） 九州中央自動

車道の整備は、本県の経済発展はもとより、九

州全体の広域道路ネットワークを担うことか

ら、新生シリコンアイランド九州の実現など、

多岐にわたる効果が期待されます。 

 このため、６月に知事が、全国高速道路建設

協議会の会長として、官邸で九州中央自動車道

をはじめとする高速道路ネットワークの早期整

備を要望したところです。 

 さらに、７月には、宮崎、熊本、大分の３県

の知事で、国土交通省や財務省への要望活動を

行い、半導体関連企業による積極的な投資効果

を九州全体に波及させるため、東西軸となる九

州中央自動車道の早期整備を強く訴えたところ

です。 

 また、事業推進を図るため、国の委託を受

け、県による用地の先行取得にも取り組んでお

ります。 

 引き続き、県議会や沿線自治体、地域の皆様

と一体となって、九州中央自動車道の早期整備

に向けて取り組んでまいります。 

○内田理佐議員 今回の台風第15号では、東九

州自動車道や九州中央自動車道の通行止め、国

道、県道の冠水、ＪＲ日豊本線の運休など、県

内の主要交通網が広範囲で寸断されました。 

私も国道10号で交通渋滞に巻き込まれ、門川

町でＵターンを余儀なくされ、帰宅難民となり

ました。渋滞の中、大型トラックも動くことが

できなくなるなど、県民生活や物流に深刻な影

響が出ておりました。夜間帯でありましたが、

日中であったら、もっと渋滞とか深刻な影響が

あっただろうなと想像がつきます。このような

通行止めは、これまで何度も起こっておりま

す。 

 高鍋町付近の路肩崩落では、４車線化が実現

していれば通行確保が可能だった可能性があ

り、改めて４車線化の必要性を痛感いたしまし

た。 

 さらに、延岡市消防本部によると、救急搬送

は令和６年で6,697件、うち高速道路を使った

出動が３北を含め379件、ドクターヘリ以外で

の宮崎や熊本、大分の大学病院への長距離搬送
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も39件あり、片側１車線では追越しができず、

搬送に支障が出ているというようなお話でし

た。命の道としても東九州自動車道の４車線化

は喫緊の課題であり、このことは、九州地方整

備局やＮＥＸＣＯ本社、国土交通省でも要望い

たしました。 

 そこで、東九州自動車道の４車線化事業の進

捗状況と取組について、県土整備部長にお伺い

します。 

○県土整備部長（桑畑正仁君） 東九州自動車

道は、そのほとんどが暫定２車線であることか

ら、現在、県内では、２区間の約8.4キロメー

トルで４車線化工事が進められており、先月、

清武インターチェンジ付近の3.7キロメートル

区間が今年の冬頃に完成すると発表されたとこ

ろです。 

 また、７月には、知事からＮＥＸＣＯ西日本

に対して、４車線で整備された宮崎自動車道で

は通行止めが少ない事例を示し、定時性の確保

や被災時の復旧などの観点から、早期の４車線

化を強く要望したところです。 

 今後とも、県議会をはじめ関係機関と連携し

て、東九州自動車道の４車線化の早期完成に向

けて取り組んでまいります。 

○内田理佐議員 今回の国道10号や南道路の通

行止めは、渋滞や帰宅困難者、車の冠水が発生

し、地域交通網の脆弱性が浮き彫りとなりまし

た。南道路は命の道として整備されたはずです

が、実際には、災害時に十分機能していないと

の県民の声が多く寄せられております。さら

に、迂回路として案内された広域農道は一般に

は知られておらず、標識や案内が不十分で現場

も混乱しました。 

ぜひ、命の道として機能させる改善策、あわ

せて、迂回路整備と東九州自動車道の４車線化

の必要性を、我々もですが、強く要望いたした

いと思います。 

 次へ移ります。東九州の扇の要として、細島

港の機能向上も重要となってきます。細島港

は、本県の物流を支える重要な拠点であり、企

業立地や産業振興、さらには、災害時の代替輸

送ルートとしても大変重要な役割を担っていま

す。東九州自動車道の整備や国道10号の物流機

能と直結することで、その利便性は一層高まり

つつあります。 

一方で、貨物の増加や大型船の寄港などに対

応するため、さらなる港湾整備や周辺インフラ

の充実が求められております。災害時の代替機

能や、16号岸壁完成に続き19号岸壁の整備促

進、さらには18号岸壁の整備計画を図るなど、

さらなる国際物流の強化に期待が及び、今後の

戦略的な整備が重要と考えます。 

 そこで、細島港における物流機能の強化に向

けた整備状況について、県土整備部長にお伺い

します。 

○県土整備部長（桑畑正仁君） 細島港では、

モーダルシフトの進展など社会情勢の変化を的

確に捉えながら、物流機能の強化に取り組んで

おります。 

 今年３月には16号岸壁が完成し、隣接する岸

壁との一体的な利用により、物流の効率化が図

られたところです。また、ＲＯＲＯ船の大型化

に対応し、耐震性も備えた19号岸壁の整備が国

により進められています。 

 さらに、整備が進む高速道路ネットワークに

より、背後圏域が拡大する効果を生かしなが

ら、企業の誘致や新規貨物の開拓に積極的に取

り組み、18号岸壁などのさらなる港湾整備につ

なげていきたいと考えております。 

 今後とも、国や日向市などと連携し、細島港
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の物流機能の強化に取り組んでまいります。 

○内田理佐議員 東九州自動車道と細島港の整

備はセットで、一体として要望していかないと

いけないなと強く思っております。 

 もう一つ、宮崎空港は、本県の観光や産業、

さらには国際交流の玄関口として、大変重要な

役割を担っています。特に国際線の維持・充実

は、インバウンド観光の拡大や企業活動の活性

化に直結する大きな課題です。 

 しかし、燃料費や人件費の高騰、航空会社の

経営環境の変化などにより、地方空港における

国際線の運航維持は容易ではありません。今

後、東アジアをはじめとする海外からの観光客

の誘致や、ビジネス需要への対応を進めるため

には、県としての積極的な支援や戦略が不可欠

です。 

 そこで、宮崎空港における国際線の維持に向

けた現状の取組について、また、今後さらなる

国際線の充実を図るためにどのように取り組む

のか、総合政策部長に御所見をお伺いします。 

○総合政策部長（川北正文君） 宮崎空港の国

際線は、県民の利便性向上に寄与するととも

に、安定した成長が続くアジアとの交流を促進

し、本県のグローバル化を推進する重要な交通

基盤であります。 

 このため県では、現在就航しているソウル線

と台北線の継続的な運航とともに、ソウル線で

は冬季の増便、台北線では利便性の高いダイヤ

の実現など、さらなる路線の充実を図るため、

イン・アウト双方向での利用促進や航空会社へ

の要望等に取り組んでいるところであります。 

 また、新規路線の誘致についても、訪日需要

が旺盛で、今後のビジネスでの利用も期待され

るアジア地域を中心に取り組んでおり、今後も

本県の国際線ネットワークの維持・充実を図っ

てまいります。 

○内田理佐議員 次に、県立高校の魅力づくり

についての質問に移ります。 

 宮崎県は人口減少の中にあり、学生の数も衰

退の一途をたどっています。必然的に学校も定

員を満たせない状況となります。それぞれの学

校が特徴を出さないと、生徒が何を見て学校を

選んでいいか分からない状況にあります。学校

側のアドミッションポリシーも重要です。 

 また、中学からの公立離れが見受けられるよ

うになりました。今こそマネジメントできる学

校が求められているように感じます。 

 宮崎県教育委員会は、私学に比べ、学習スタ

イルや教育の多様化への対応が遅れているよう

に感じます。現行の仕組みを充実させる方針を

示していますが、このままでは学生から選ばれ

ない公立学校になりかねません。 

 実際、宮崎県の大学進学率は48.1％と全国46

位で、例えば、高校生の人数が宮崎県とほぼ同

じくらいの石川県―大学進学率57.9％で全国

13位―や山形県のように、観光・デジタル分

野の教育強化や県外生受入れ拡大など、大胆な

施策を進めている他県との差が広がっていま

す。 

 県内の私学や勇志国際高等学校では、ネッ

ト、メタバースなど多様なコースを設け、生徒

数を増やしているという実例もあります。 

 今こそ、宮崎県立高校も思い切った魅力づく

りを進めるべき時期ではないでしょうか。 

 そこで、県立高校の入学者数の推移と県立高

校の魅力づくりについて、教育長にお伺いしま

す。 

○教育長（吉村達也君） 高校全日制の近年の

入学定員は、県立高校が約7,300人、私立高校

が約3,600人であり、入学者数は、県立が約
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6,400人、私立が約3,200人と、ほぼ一定の水準

で推移しております。 

 また、県立高校の魅力ある学校づくりとし

て、文部科学省が採択したＤＸハイスクールに

おける最新ＩＣＴを生かした授業の展開、県立

高校が一体となった探究学習をより深めるため

のＭＳＥＣフォーラムの実施、地域や時代が求

める学びを行う新学科の設置など、新たな取組

も進めているところであります。 

 いわゆる高校無償化の影響に加え、令和12年

以降は、中学校卒業者数が５年ごとに約1,000

人ずつ減る可能性があることから、スピード感

を持って魅力づくりを進めてまいります。 

○内田理佐議員 入学者数は、県立、私立とも

ほぼ一定の水準であるというような御答弁であ

りましたが、これからが勝負かなと思っており

ます。 

 県立高校が選ばれる高校となる視点でもう一

問、学校施設の修繕費予算について伺います。 

 ３日前に、日本はＯＥＣＤ37か国の中で、公

的支出に占める教育費の割合が８％と低く、下

から４番目であると発表されました。 

 これを受けて文部科学省は、「高等教育は国

力の源泉であり、未来への先行投資として充実

を図りたい」とコメントしております。 

 では、宮崎県はどうでしょうか。県内では、

学校施設の新設や改修工事に当たり、予算がな

いとの現場の声をよく耳にします。教育の基盤

となる施設整備に必要な予算の確保は不可欠で

あります。 

 教育委員会における県立学校の施設整備に係

る予算の現状について、教育長にお伺いしま

す。 

○教育長（吉村達也君） 県立学校の施設整備

に係る予算は、令和７年度一般会計当初予算に

約34億7,000万円を計上しております。 

 今年度は、ＬＥＤ化や空調設備の工事に重点

的に取り組むこと、また、老朽化対策の増加や

物価高騰への対応もあり、例年と比べ約1.7倍

の規模となっております。 

 また、予算額の内訳は、学校で執行する修繕

に要する経費として約３億7,000万円、ＬＥＤ

化や空調設備等の整備に係る経費が約 17億

1,000万円、外壁や屋根防水の改修など老朽化

対策に係る経費が約13億9,000万円となってお

ります。 

○内田理佐議員 では、施設整備に対する教育

委員会の姿勢について伺います。 

 私学においては、時代の変化に対応した学習

スタイルの工夫や教育環境の改善が進められて

います。一方、公立学校については、現行の仕

組みを充実させることにとどまり、新たな発展

に向けた積極的な取組が十分ではないように感

じます。 

 例えば、ある県立高校野球部では、生徒たち

が懸命に練習に励んでおりますが、練習環境や

施設整備の面で必ずしも十分とは言えず、保護

者や地域の方々の負担に頼らざるを得ない状況

や、要望しているが、元の形に修繕していただ

けない状況も見受けられます。以前、他校の野

球部でも、保護者がつくったものが、建築基準

法の関係もあり、撤去になったという例も伺っ

ております。 

 そこで、部活動施設を含む学校施設の環境整

備の現状と今後の取組について、教育長にお伺

いします。 

○教育長（吉村達也君） 施設整備につきまし

ては、限りある予算の中で、各学校と調整し、

安全性の確保など優先度の高いものから順次対

応しており、部活動施設につきましても、近
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年、防球ネットや弓道場、テニスコートなどの

修繕を行っております。 

 今後とも、学校と連携し、現状をしっかり把

握した上で、順次整備を行ってまいります。 

○内田理佐議員 建築基準法のお話もさせてい

ただきましたが、法律的な裏づけというのは大

事だと思います。 

 先日、松田丈志さんと、松田丈志さんのお父

さんにお会いしましたら、御存じのとおり松田

丈志さんは、保護者の方々がプールにビニール

ハウスを張った中で練習して、そうやって愛情

をたっぷり受けながらオリンピアンが誕生し

た。当時は、建築基準法などをうまくくぐり抜

けながら、保護者の方々がつくって、用意して

くれていたんだと思います。 

 今現在も予算が限られた中でありますので、

保護者がお金を用意するということであれば、

学校側からきちんと申請していただいて、建築

基準法にもかからない程度に指導いただきなが

ら、そういう保護者の善意をうまく組み込ん

で、柔軟な対応をお願いしたいなと。そういう

方向に向かってほしいなと私は思っております

ので、よろしくお願いいたします。 

 先ほどの高校野球部のように、地域の誇りと

なる部活動を支える上で、保護者の善意は欠か

せません。しかし、その善意に頼るのではな

く、本来なら公立学校として一定の環境を整え

る責任があるとも感じております。 

 そのためには、単に教育予算を要求するだけ

ではなく、新たな財源を生み出す工夫も必要で

す。例えば、既存事業の見直しや学校統合によ

る効率化を進めるとともに、ふるさと納税を教

育・スポーツ分野に重点的に活用できる仕組み

を整えることも有効ではないでしょうか。 

 教育委員会として、学校施設の環境整備に係

る財源の確保をどのように考えているのか、教

育長にお伺いします。 

○教育長（吉村達也君） 県立学校の施設整備

につきましては、特定のものを除き、国庫補助

制度がないことから、一般財源及び地方債を活

用し、公共施設等総合管理計画に基づき、施設

の必要性も勘案の上、優先度の高いものから順

次整備を行っております。 

 なお、いわゆる高校無償化が拡大されること

から、現在、全国知事会において、公立高校の

魅力向上のために、老朽化した施設・設備の更

新など、教育環境の改善に係る財政支援を国に

要望しております。 

 また、本県において、企業版ふるさと納税や

保護者等からの寄附を活用し、テニスコートや

野球部の投球練習場など、部活動施設を整備し

た例もあります。引き続き様々な財源の確保に

努めてまいります。 

○内田理佐議員 最後に、子ども食堂について

です。 

 地域の子ども食堂支援は有意義ですが、困窮

家庭へ直接食材を届ける、こども宅食支援も必

要です。 

 私も活動に関わる中で、ひとり親や軽度障が

いを持つ保護者、収入が安定しない家庭、多兄

弟で非行に走る子供、夜間就労によるネグレク

ト、不登校など、深刻な実態を目の当たりにい

たしました。 

 今回の「フードバンクを通じたこども食堂緊

急支援事業」につきましては、困窮子育て世帯

への直接的な支援ではなく、子ども食堂を対象

としている点、また、支援が本当に必要な家庭

にどの程度が届いているのかという実態の把

握、市町村が独自に取り組む事業との重複や調

整の在り方、さらには、中間支援団体への委託
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に伴う経費の透明性や配布食材の適正な使用の

確保など、幾つかの課題が指摘されておりま

す。 

 給食のない夏休みなど、困窮子育て世帯は特

に影響を受けており、中には、命を削るような

思いで過ごしてきた親子もいます。子ども食堂

への支援はとてもありがたいと思っております

が、この支援だけでは、こうした世帯に十分届

かない可能性があります。 

 そこで、物価高騰が続く中、子供を取り巻く

現状をどのように認識しているか、また、今回

子ども食堂を支援する目的と今後の取組につい

て、福祉保健部長にお伺いします。 

○福祉保健部長（小牧直裕君） 長引く物価高

騰で、特にひとり親家庭などにおいては、厳し

い生活を強いられている子供たちがいるものと

認識しております。 

 御質問にありました子ども食堂は、子供の居

場所の一つとなっており、様々な境遇の子供た

ちを地域の大人が見守りながら、無料または低

額で食事を提供しておりますが、今般の物価高

騰の影響を受けていることから、運営の安定化

を図るため、今回補正予算をお願いしておりま

す緊急支援事業を実施するものであります。 

 県としましては、県フードバンクにおける食

材確保を一層進めるとともに、市町村や支援団

体等と連携しながら、子供たちに必要な支援が

行き届くよう取り組んでまいります。 

○内田理佐議員 前向きな答弁をありがとうご

ざいます。再度、現場の声として、子ども食堂

への支援だけでは、最も困窮している家庭に十

分届かないとの御意見もあります。子ども食堂

への支援に加え、こども宅食方式を視野に入れ

て、これからも検討して進めていただきたいと

思います。よろしくお願いします。 

以上で終わります。（拍手） 

○日髙陽一副議長 以上で午前の質問は終わり

ます。 

 午後は１時再開、休憩いたします。 

   午前11時50分休憩 

 

午後１時０分再開 

○外山 衛議長 休憩前に引き続き会議を開き

ます。 

 次は、本田利弘議員。 

○本田利弘議員〔登壇〕（拍手） 皆さん、こ

んにちは。宮崎市選出、自民党の本田利弘で

す。議長よりお許しをいただきましたので、発

言通告書に従いまして一般質問を進めてまいり

ます。 

 本日も支援者の皆様、そしてインターンの学

生の皆様、傍聴にお越しいただきありがとうご

ざいます。また、インターネットで御覧いただ

いている皆様に感謝いたします。 

 まず、宮崎県総合計画アクションプランにつ

いてお話をしていきます。 

 令和５年度より本格始動した宮崎県総合計画

は、2040年を展望した長期ビジョンと、2023年

度から2026年度までのアクションプランを両輪

とする、県政の中核的な戦略です。 

 アクションプランの折り返し年度として、こ

うした総合計画の実効性を検証するに当たり、

前職の営業マーケティング部門で考察していた

プロダクトアウトとマーケットインの視点か

ら、政策の成果の実感を問い直す必要があると

考えます。 

 プロダクトアウトとは、行政や企業が自らの

理念、技術、資源を起点として施策や商品を構

築し、顧客に提示するアプローチです。これ

は、独自性や先進性を打ち出す力に優れ、競合
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との差別化やブランド構築において大きな効果

を発揮します。 

 一方、マーケットインは、顧客のニーズ、課

題、感情を起点に施策を設計するアプローチで

あります。顧客視点に立った柔軟な対応が可能

であり、実感に基づいた満足度や定着率の向上

に寄与します。 

 両者にはそれぞれ強みと弱みがあり、プロダ

クトアウト型は、理念や技術力を生かした施策

展開が可能ですが、顧客の実感や生活ニーズと

乖離するリスクをはらみます。 

 逆にマーケットイン型は、共感性や実用性に

優れますが、差別化が難しく、施策の方向性、

取組が曖昧になってしまいます。 

 宮崎県総合計画においては、これら２つのア

プローチが混在しながらも、いまだ体系的な融

合には至っていないと感じます。 

 例えば、みやざきブランドの農業戦略は、品

質と独自性を追求するプロダクトアウト型の強

みを生かしつつ、観光プロモーションやフード

ビジネスへの対応など、マーケットイン型の発

想も取り入れられております。 

 しかし、これらの施策が県民の生活実感や地

域間格差の是正にどれほど寄与しているかにつ

いては、定量的な評価とフィードバックの仕組

みを深化させる必要があると捉えます。 

 また、「社会減ゼロへの挑戦」では、移住促

進や地域雇用の創出が掲げられておりますが、

若者の県外流出や地域間の人口偏在に対する対

策は、依然として多くの課題が残されておりま

す。ここには、マーケットイン型の生活者視点

に基づく施策設計がより求められていると考え

ます。 

 今後、プロダクトアウト型の核とマーケット

イン型の拡張を融合させ、統合的に進めていく

必要があります。すなわち、県の理念や資源を

生かしつつ、県民の皆様の声や地域の文脈に即

した施策展開を行うことが、真に持続可能で実

感に根差した県政の実現につながると考えま

す。 

 以上のことを踏まえまして、宮崎県総合計画

における令和５年度から８年度までのアクショ

ンプランについて伺います。 

本年度の県総合計画審議会が８月７日に開催

され、昨年度の政策評価が行われました。政策

評価の結果について、知事の見解を伺います。 

 また、アクションプランの折り返し年度とし

て、政策評価の結果を踏まえ、今後どのように

施策を進め、成果を出していくのか、知事に伺

います。 

 以上を壇上からの質問とし、以下を質問者席

からといたします。（拍手）〔降壇〕 

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えしま

す。 

 まず、政策評価の結果についてであります。 

 総合計画アクションプランの推進に当たりま

しては、進捗状況の把握や今後の施策への反映

を目的として、毎年度、目標の達成状況等につ

いて、外部有識者で構成されます県総合計画審

議会で御審議いただき、ＡからＤの４段階で政

策評価を実施しております。 

 令和６年度の取組に対する評価は、５つのプ

ログラムのうち、「コロナ禍等からの宮崎再

生」「未来への基盤づくり」「地域経済の活性

化」に関する３つのプログラムが、一定の成果

が出ているとしてＢ評価、「未来を創る人材の

育成」「社会減ゼロ」に関する２つのプログラ

ムが、一部成果が上がっていないとしてＣ評価

となったところであります。 

 地域経済・観光の回復をはじめ、全体として
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は一定の成果が出ているとの評価をいただいた

一方で、地域医療・福祉の充実や若者・女性の

県外流出抑制、少子化対策のさらなる推進な

ど、今後より一層強化していく必要がある取組

について、重要な御指摘をいただいたものと受

け止めております。 

 次に、今後の施策の推進についてでありま

す。 

 今回の政策評価では、本県が直面する人口減

少に今後どう向き合うのかという本質に迫る問

いを改めて示されたものと認識しております。 

 人口減少への対応としては、これまでも子ど

も・若者プロジェクトなど、そのスピードを緩

和させる自然減・社会減対策に全庁を挙げて取

り組んでいるものの、近年の少子化や現状の人

口構造などを踏まえると、この先も当面、減少

傾向は続くものと考えております。 

 このような見通しの中、私としましては、県

民がこれからも安心して豊かに暮らせる持続可

能な地域社会を実現するため、医療福祉・交通

物流の維持充実をはじめ、企業の生産性向上や

海外展開等を通じた高付加価値型の産業づくり

に取り組むなど、人口減少社会に適応できる社

会経済の質的強化が不可欠であるとの思いを強

くしております。 

 人口減少という県政の最重要課題に対し、

しっかりと成果を上げるという決意の下、今後

とも施策に全力で取り組んでまいります。以上

であります。〔降壇〕 

○本田利弘議員 御答弁ありがとうございま

す。人口減少社会に適応できる社会経済の質的

強化が不可欠であり、そのためには、政策評価

で指摘を受けた持続可能な医療福祉・交通物流

の維持充実を実現し、高付加価値型の産業づく

りに取り組む方向にかじを切るということを理

解いたしました。基本理念である「安心と希望

の未来への展望」を基軸に次期プランを立案い

ただき、しっかりと取組をお願いしたいという

ところであります。 

 宮崎県総合計画を進めていく中で、安定的か

つ持続可能な財政基盤の確立が喫緊の課題で

す。国庫支出金確保の視点から、防災・減災、

国土強靱化について伺います。 

 県では、防災・減災、国土強靱化のための３

か年緊急対策及び５か年加速化対策に基づき、

河道掘削、道路のり面対策、耐震強化岸壁の整

備、国においては、高規格道路の整備など、

様々な強靱化の取組が推進され、災害対応力の

向上と地域経済の活性化に成果を上げてきまし

た。 

 国土交通省関連の県土の強靱化に向けたこれ

までの３か年緊急対策、５か年加速化対策の評

価と、今後の実施中期計画の予算確保に向けた

知事の思いを伺います。 

○知事（河野俊嗣君） 県民の命と暮らしを守

る県土の強靱化は、県政の最重要課題の一つで

あります。 

 私は、国への要望や国土強靱化推進会議の委

員として、様々な機会を通じて必要性や効果を

訴えるとともに、実績としましては、平成30年

度以降、国土交通省関連の補助・交付金の事業

で、累計の数字で申し上げますと、約1,200億

円を通常予算とは別枠で確保し、県土の強靱化

を進めてまいりました。 

 これにより、浸水被害の軽減をはじめ、昨年

の日向灘沖地震では、東九州道や耐震岸壁の整

備効果が発揮されるなど、強靱化が着実に進ん

でいるものと考えております。 

 また、今後５か年で取り組む実施中期計画で

は、おおむね20兆円強という事業規模が示さ
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れ、激甚化する気象災害や南海トラフ地震など

災害リスクが高まる中、県土の強靱化をこれま

で以上に加速化させる機会であると捉えており

ます。 

 このため、早期の復旧・復興を支える高速道

路の整備や緊急輸送道路の橋梁耐震化、気候変

動に対応した流域治水対策など、強靱化予算の

本県への重点配分をしっかりとこれから訴えて

まいりたい。県議会の皆様をはじめ、市町村や

関係団体と連携し、取り組んでまいります。 

○本田利弘議員 ありがとうございます。今後

５か年で20兆円という国家予算が事業化されて

いるわけでございます。実施中期計画における

予算確保をしっかりお願いしたいというところ

であります。 

 また、県土強靱化に向けたハード面の整備が

進む中で、日高博之議員の代表質問で、南海ト

ラフ巨大地震の被害想定の見直し、ハード・ソ

フト両面の取組についても踏み込んだ答弁があ

りました。 

 国土強靱化実施中期計画を踏まえた施策展開

に際しては、防災・減災対策の地域における防

災力の一層の強化や、避難環境の改善充実など

の危機管理や、福祉、教育などの関連部門との

横断的な連携強化をよろしくお願いいたしま

す。 

 続きまして、地域交通への対応について伺い

ます。 

 宮崎県は、広域にわたる自然環境と分散した

居住地を有する地域特性であり、公共交通の維

持・活性化は、持続可能なまちづくりの要にな

ります。 

 令和５年度に策定された宮崎県地域公共交通

計画は、地域の実情に即した交通ネットワーク

の再構築や、持続可能な交通体系の確立を目指

す重要な指針であり、県民の生活の質の向上、

地域経済の活性化、さらには脱炭素社会の実現

に向けた基盤整備として期待されるものです。 

 地域を維持していくため、地域公共交通ネッ

トワークの構築にどのように取り組んでいくの

か、知事の見解を伺います。 

○知事（河野俊嗣君） 路線バスをはじめとす

る地域公共交通は、県民の日常生活を支える重

要な社会基盤でありますが、人口減少等による

利用者の減や運転士不足等により、その経営環

境は大変厳しい状況にあります。 

 このため県では、宮崎県地域公共交通計画を

策定し、バス路線の見直しや車両の小型化等に

より、利便性の向上と運行の効率化を図ってお

ります。 

 また、需要の掘り起こしとして、誰でも無料

でバスに乗車できるバス無料デーを今年10月と

12月に実施予定であるなど、各種利用促進策に

も取り組んでいるところであります。 

 また、深刻化する運転士不足に対応するた

め、今年度、免許取得に係る支援を拡充したほ

か、ＡＩなどデジタル技術の活用にも力を入れ

ているところであります。 

 様々な技術が進んでいるということを改めて

実感しましたのは、今年アメリカを訪問しまし

たときに、自動運転の車というものが公道を

走っている。全く運転士がいない状況の中で、

アプリで呼び出してタクシーのように使うこと

ができる。実社会で実装されているようであり

ます。 

 ライドシェアの進展も含め、改めて技術は進

展しているものの、そのリスクというものを社

会がどういうふうに受け止めて考えていくのか

ということが問われているのかなと実感したと

ころであります。 
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 県としましては、県民の皆様が安心して地域

で暮らしていけるよう、引き続き、市町村や交

通事業者と連携を図りながら、将来にわたり持

続可能な地域公共交通ネットワークの構築に向

けて、全力で取り組んでまいります。 

○本田利弘議員 ありがとうございます。自動

運転等に踏み込んでお話をいただきましたが、

続けて伺います。 

 宮崎県地域公共交通計画では、県内の複数市

町村をまたぐ広域交通網の構築を目指していま

すが、自動運転バスやロボットタクシーなど、

将来的な技術導入に向けた実証実験や制度整備

に向けての方針が薄いと感じます。 

 国土交通省自動運転社会実装推進事業におい

て、全国の行政機関で、令和６年度はこれまで

の継続事業を含め99件、本年度は67件が採択さ

れています。 

 本県では、昨年、西都市が唯一採択され、本

年は地方創生交付金を活用し、実証運行を続け

られるようでございます。 

本年度の県内の新たな採択案件は、実は一件

もございませんでした。 

自動運転技術の活用など、地域公共交通にお

けるＤＸの推進についてどのように取り組んで

いるのか、総合政策部長に伺います。 

○総合政策部長（川北正文君） 今後、将来に

わたって地域公共交通を維持するためには、Ｄ

Ｘの推進は重要であります。 

 このため県では、バスの運行の効率化を図る

ため、事業者に対し、ＡＩを活用したオンデマ

ンドバスの導入について支援しております。 

 また、自動運転については、将来的な運転士

不足対策として期待される技術であると認識し

ており、県でも、西都市による自動運転バスの

実証運行において、情報共有や課題等の議論を

行う協議体に参画するなど、市町村等への支援

に取り組んでおりますが、現時点における国内

での事業化については、緊急時の対応やコスト

面等の課題もあると考えております。 

 県といたしましては、引き続き、市町村や事

業者と連携を図りながら、地域の実情に即した

ＤＸの推進に取り組んでまいります。 

○本田利弘議員 ありがとうございます。西都

市での実証実験ということです。先ほどもお話

をしましたが、国からは今年は一件の採択もな

いということです。 

国交省が令和６年度より、地域交通ＤＸ推進

事業やスマートシティモデル事業を本格化させ

ております。これらの国の施策と連携した、県

独自の戦略立案が急務となっていると思いま

す。自動運転バス及び自動運転タクシーの導入

について、県として遅れることのないように、

市町村との連携強化を要望いたします。 

 続きまして、農業振興について伺います。 

 代表質問で山下寿議員が触れられました。地

域計画によると、農林水産省は、10年後の後継

者が決まっていない農地が17都府県で５割を超

えたとの調査結果を公表し、本県は23.6％との

記事が出されました。このままでは耕作放棄地

が広がる懸念があり、農地の集約化などの対策

が急務だとしています。 

 農業の持続可能性と地域の活力を両立させる

ためには、農地の効率的な利用と地域運営の連

携が不可欠です。令和５年度より本格運用が始

まった地域計画制度は、法的な裏づけと実効性

を備えた新たな枠組みでございます。 

 しかしながら、県内では、担い手不足や農地

の分散化、高齢化が一層深刻で、画一的な地域

計画の枠組みでは、実態に即した計画にならな

い懸念があります。 
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 地域計画の実効性を高めるために、県はどの

ように取り組んでいくのか、農政水産部長に伺

います。 

○農政水産部長（児玉憲明君） 地域計画につ

きましては、本年３月までに策定されたもの

の、話合いの場の参加率が低いなど、地域の意

向を十分反映できていないといった課題がある

と認識しております。 

 このため県では、今後も地域での話合いが継

続され参加率が高まるよう、農業委員会や農地

バンク等を通じて耕作者等への参加の呼びかけ

を強化するとともに、円滑な話合いに必要な各

地区のコーディネーターの育成等に努めてまい

ります。 

 また、関係機関と連携し、重点的に地域計画

を推進するモデル地区を定め、農地の集積・集

約や区画の拡大、担い手の確保等に向けた支援

を行っております。 

 今後とも、地域計画の実効性を高めるための

取組を進めてまいります。 

○本田利弘議員 続けて伺います。農地の売

買・貸借制度は、農業の担い手不足や耕作放棄

地の増加といった構造的課題に対応するため、

大きく変化してきています。特に地域計画策定

以降、農地の売買・貸借は、原則として農地バ

ンクを経由する制度に移行しています。 

 しかし、売買に係る手数料の設定が農業者に

とって心理的・経済的な支障となる可能性があ

り、売主、買主ともに２％程度の手数料が課せ

られることは、特に小規模農家や高齢農業者に

とって負担感が大きいとの声もいただいており

ます。 

 農地バンクの役割と農地売買に係る手数料改

定の背景について、農政水産部長に伺います。 

○農政水産部長（児玉憲明君） 農地バンク

は、農地の貸し借りや売買を仲介し、農地の集

積・集約等を推進する役割を担う組織として、

法律に基づき、平成26年に県が農業振興公社を

指定しております。 

 昨年度に、農地バンクが市町村に対し、令和

７年度の農地売買に係る需要量調査を行ったと

ころ、地域計画策定を契機に、取り扱う売買件

数が大幅に増加することが明らかとなりまし

た。 

 このため、急増する事務に対応した人件費等

の経費が必要となることや、他県の状況も勘案

し、手数料の改定を行ったと伺っております。 

 今後とも、農地バンクと連携して、その役割

や事務手続の経費について関係者に丁寧な説明

を行いながら、農地の集積・集約につなげてま

いります。 

○本田利弘議員 ありがとうございます。地域

計画制度運用に伴い、農業委員会の役割も、農

地の利用意向把握等、ますますその重要性が増

すなど進化しております。農地バンクを担う農

地中間管理機構の役割の明確化など、農業者に

関連組織と制度の理解を深めていただけるよ

う、農政水産部長にも対応をお願いしたいと思

います。よろしくお願いいたします。 

 続きまして、フードビジネス振興についてで

あります。 

 県産品の付加価値を高めて、産業競争力強化

や地域活性化を目指す「みやざきフードビジネ

ス振興構想」は、これまで２回改定され、現行

の構想は令和５年度から８年度を期間として、

飲食、観光業などの食品関連産業生産額を約

1.6兆円にすることなどを目標に、官民一体で

施策を推進するとしています。 

 特に現行の構想では、本県の強みである農林

水産業を核としたフードビジネスの発展に欠か
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せない産地加工を進め、これまでの農商工連携

や６次産業化を包括し、食や農の多様な事業者

が連携するローカルフードプロジェクト（ＬＦ

Ｐ）を活用、県産農林水産物を利用した新たな

商品・サービスの開発、販路開拓の取組を推進

すると位置づけられています。 

 まず、フードビジネス振興構想改定後の取組

や進捗について、商工観光労働部長に伺いま

す。 

○商工観光労働部長（児玉浩明君） 県では、

前回の改定以降、食品関連産業の成長産業化を

目指し、これまで積み上げた取組の強化を図る

とともに、時代のニーズを踏まえながら様々な

施策を展開しております。 

 例えば、フードビジネス相談ステーションの

支援体制の強化や、ローカルフードプロジェク

トの推進、先端技術の導入による新たなビジネ

スモデルの創出に加え、ＨＡＣＣＰ等の認証取

得の促進、今後、市場拡大が見込まれるオーガ

ニック食品の開発などに取り組んでおります。 

 このような中、昨年度、ステーションには約

2,000件の相談が寄せられたほか、農業産出額

や食料品・飲料等出荷額は構想に掲げる目標値

を上回って推移し、食品関連産業生産額は構想

改定時から約1,500億円増加するなど、着実に

成果が現れております。 

○本田利弘議員 ありがとうございます。構想

改定時から1,500億円増加するということで、

成果が現れているということでございます。 

 続けて伺います。ローカルフードプロジェク

ト（ＬＦＰ）の取組は、農林漁業者や加工・販

売業者らの連携を強化し、それぞれの強みを出

し合い、高付加価値化を図る取組として、私は

非常に期待しているところであります。 

 ２年前に質問した際に、全国でも先行し、

234者がＬＦＰプラットフォームに参画し、

様々な商品やサービスの開発に取り組み、全国

トップレベルとして、フードビジネスの関係部

局が連携し、推進を図っている旨、答弁をいた

だいたところです。 

 私の経験からも、新商品の開発は一筋縄では

いかないものであり、販売後も顧客とキャッチ

ボールをしながら、トライ・アンド・エラーを

繰り返し、商品として完成度が高まっていくと

考えます。 

 このため、商品開発段階のスタートアップの

支援だけではなく、息の長い商品として定着さ

せるため、国の予算等をしっかりと確保しなが

ら、商品改良のサポートなど、継続した支援も

必要だと感じております。 

 現在の本県におけるＬＦＰの現状と県の取組

について、農政水産部長に伺います。 

○農政水産部長（児玉憲明君） 本県では、新

ビジネスの創出を目指し、現在、農業や加工・

販売業など、308者の多様な事業者がローカル

フードプロジェクトに参画し、多くの取組が生

まれております。 

 例えば、西米良村のユズ産地が地域内外の製

造業や大学等と連携し、香りを生かしたお菓子

や青ユズの鮮度を保つ輸送方法を開発するな

ど、これまで80以上の新商品やサービスの開発

が進んでおります。 

 県としましては、国の事業を活用し、これら

の取組を支援するとともに、今年度より、パッ

ケージデザインの変更や新たな取引先の開拓な

ど、改良・改善を支援する事業を新設し、販路

拡大につなげております。 

 今後とも、国の予算をしっかり確保しなが

ら、新商品やサービスの開発を支援してまいり

ます。 

- 194 -



令和７年９月16日(火) 

 

○本田利弘議員 参画者も300者を超えるとい

うことで、様々なプロジェクトが進み、商品改

良の支援創設により、長く愛される商品づくり

等、非常に期待できるところであります。引き

続き、国の予算をしっかりと確保いただきなが

ら、全国を牽引する取組として、このＬＦＰを

さらに活性化させ、フードビジネスの振興につ

なげていただきたいと思います。よろしくお願

いいたします。 

 次に、農業農村整備について伺います 。 

 大淀川左岸土地改良区における倉永地区畑地

かんがい施設は、広沢ダムを水源とした揚水

機、幹線水路、パイプライン、水管理システム

など、多岐にわたる施設群によって地域農業の

根幹を支えております。 

 本地区のパイプラインの状況については、２

月の一般質問で管理対策について確認しました

が、平成初期に整備されたものが多く、経年劣

化による亀裂や継ぎ手の緩みが漏水の原因と

なっております。 

 大淀川左岸土地改良区の受益地である倉永地

区の漏水事故に対する抜本的な対策について、

県の考えを農政水産部長に伺います。 

○農政水産部長（児玉憲明君） 宮崎市高岡町

の倉永地区は、これまで局所的な復旧工事を

行ってきましたが、近年、特定の区間で、老朽

化等が原因と思われるパイプラインの漏水事故

が複数発生しており、抜本的な対策が必要であ

ると考えております。 

 このため、当該区間について、施設の更新な

ど国庫補助事業の令和９年度採択に向け、現

在、関係機関と協議を進めているところです。 

 なお、施設の更新が完了するまでには一定程

度の期間を要することから、その間、漏水事故

が再発した場合には、地元負担等も考慮しなが

ら、施設管理者である土地改良区が行う復旧工

事を支援することとしております。 

 今後とも、関係機関と連携して、農業用水の

安定供給に努めてまいります。 

○本田利弘議員 ありがとうございます。令和

９年度採択に向けてという前向きな答弁をいた

だきました。農業用水の安定供給に支障を来す

だけではなく、地域住民の安全にも影響を及ぼ

すものであり、期間内での改修を強くお願いい

たします。よろしくお願いいたします。 

 続きまして、もう一つ、大淀川左岸土地改良

区についてであります。 

 本地区の用水路や貯水施設において、珪藻類

の異常繁殖による水の濁りが報告され、農業生

産への影響が出ています。 

 珪藻類は通常、水質浄化に寄与する微生物で

すが、栄養塩の偏在や水温上昇、流速の低下な

どの環境要因により異常繁殖すると、水の濁り

による作物への影響、水管理システムのセン

サー誤作動やフィルターの詰まり、水路内の付

着による流量低下とメンテナンス負荷の増加

等、就農者の生産性を阻害する大きな要因に

なっています。 

 珪藻類の発生に伴う農業用ハウス内のフィル

ター目詰まり解消に向けた対策について、農政

水産部長に伺います。 

○農政水産部長（児玉憲明君） 議員御指摘の

とおり、大淀川左岸地区の一部の農業用ハウス

では、農業用水に珪藻類が混入したことによ

り、散水器具のフィルターが目詰まりするなど

の影響が出ております。 

 このため、国、宮崎市及び土地改良区と連携

して調査したところ、上流に位置する内山調整

池に発生している珪藻類が原因と確認できたこ

とから、この調整池や下流の管水路内の水をき
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れいな水に入れ替えた結果、珪藻類の混入が減

少し、一定の効果が見られたところです。 

 県としましては、生産者へ影響が出ないよ

う、関係機関と連携しながら、珪藻類の発生状

況を注視するとともに、調整池や管水路の水の

管理について、土地改良区等へ指導・助言して

まいります。 

○本田利弘議員 ありがとうございます。本件

は、この管理について、大淀川左岸土地改良

区、宮崎市、県、そして国営事業と、様々な組

織がそれぞれの立場で関係されております。農

業者からも責任の所在の明確化などについての

声をいただいているところでありますので、農

政水産部として責任ある対応をよろしくお願い

いたします。 

 もう一問、高岡町小田元地区農道についてで

あります。 

 平成７年から農道整備に向けた調査・設計が

進行、用地交渉や環境調査が開始され、令和６

年の春に宮崎市へ譲与される予定で計画が進ん

でいました。 

 しかし、度重なる台風被害により、のり面の

崩壊等があり、いまだに開通していない状況で

あります。久木野、小田元地区の皆様からは、

早期に開通を求める要望を強くいただいており

ます。 

 小田元地区農道の開通の見通しについて、農

政水産部長にお伺いします。 

○農政水産部長（児玉憲明君） 宮崎市高岡町

の小田元地区の県営基幹農道整備事業について

は、最後の区間である約2.2キロメートルの工

事が令和５年度に完了し、その後、道路管理者

として予定している宮崎市へ譲与手続の準備を

行っておりました。 

 しかしながら、譲与前の令和６年６月と８月

の豪雨により、道路のり面の一部が崩壊したた

め、現在はのり面復旧工事等を行っており、今

年度内には工事が完成する予定であります。 

 県としましては、工事完成後、速やかに宮崎

市への譲与手続を行い、令和８年度早期に全線

開通できるよう、宮崎市と協力して準備を進め

てまいります。 

○本田利弘議員 ありがとうございます。本線

は、昨年も国道268号ののり面からの出水によ

る通行止めも発生するなど、迂回対応道路とし

ても十分機能するものと捉えております。今期

中の改修と来年度頭での宮崎市への譲与を強く

要望いたします。よろしくお願いいたします。 

 続きまして、有害鳥獣被害対策について伺い

ます。 

 宮崎県における有害鳥獣被害は、農林業の生

産性低下のみならず、地域住民の生活環境や営

農意欲に影響を及ぼしています。担当部による

と、令和６年度の農林作物の被害額は４億円を

超えると聞いております。被害は依然として深

刻で、構造的な課題が浮き彫りになっておりま

す。今年は就農者から被害に対する声も多く聞

かれている状況です。 

 有害鳥獣捕獲を担う狩猟者確保の取組につい

て、環境森林部長に伺います。 

○環境森林部長（長倉佐知子君） 有害鳥獣に

よる農林作物等の被害を防止するため、狩猟の

免許及び経験を有し、市町村等の依頼に応じて

捕獲を行う有害鳥獣捕獲班員の確保は重要な課

題でありますが、令和６年度末の捕獲班員数は

2,443人で、10年前と比較し、約５％減少して

いる状況にあります。 

 このため県では、狩猟免許取得希望者を対象

とした講習会や免許取得経費の一部助成を行う

など、新たな狩猟者の確保に取り組むととも
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に、捕獲班員の活動経費の助成や狩猟税の減免

措置による負担軽減に加え、効率的な捕獲に向

けた銃やわなの技術向上講習会を開催しており

ます。 

 今後とも、市町村や猟友会と連携して、有害

鳥獣捕獲を担う狩猟者の確保に取り組んでまい

ります。 

○本田利弘議員 ありがとうございます。 

続けて伺います。現場では、担い手の高齢

化、耕作放棄地の拡大、森林生態系の劣化な

ど、より複雑で広域的な課題が顕在化しており

ます。従来の対症療法的な施策だけでは限界で

はないかと感じております。 

 農作物の鳥獣被害の低減に向けた新たな取組

について、農政水産部長に伺います。 

○農政水産部長（児玉憲明君） 農作物の鳥獣

被害を減少させるためには、農作物に被害を及

ぼす有害鳥獣を効果的に捕獲し、生息数を減ら

すことが重要であります。 

 このため県では、これまでの対策に加え、今

年度から延岡市において、猿や鹿にＧＰＳをつ

け行動パターンを把握した上で、群れの出没す

る可能性が高い場所におりわなを設置し、セン

サーやＩＣＴにより、群れごと一斉捕獲を行う

実証を支援することとしております。 

 また、昨年度、西米良村で実証したわなの捕

獲通知システムにより、捕獲効率が高まること

が確認できたことから、今年度は他地域での普

及拡大に取り組んでいるところです。 

 今後とも、ＩＣＴの活用など、効果的、効率

的な被害防止対策を進めてまいります。 

○本田利弘議員 ありがとうございます。ＩＣ

Ｔの活用など期待されるところでございます。 

 先日も就農者の方から、物価上昇の中で非常

に痛手が大きいということを確認してまいりま

した。就農者も減少する中で、大きな問題でご

ざいますけれども、部局連携の上、対応強化を

よろしくお願いいたします。 

 続きまして、特定外来生物駆除についてであ

ります。 

 今年２月の一般質問でも確認しました、岩瀬

ダムにおける外来水草であるボタンウキクサ駆

除についてであります。 

 本年度、かなりのスピードで約80ヘクタール

の水草を回収したという報告をいただいている

ところでございますが、一部を確認すると、い

まだに個体の存在が確認されます。 

 岩瀬ダムにおけるウキクサの再繁茂対策の取

組について、県土整備部長に伺います。 

○県土整備部長（桑畑正仁君） 岩瀬ダムで

は、水面を覆い尽くした約80ヘクタールのウキ

クサを、専用の回収船を活用し、５月までに除

去を完了したところです。 

 また、学識者や専門家を交えた検討会におい

て、ウキクサの根絶は難しいことから、ダム管

理に支障のない低密度なレベルに抑制する管理

を行うこととしました。 

 現在は、貯水池に流れ込む複数の支川に網を

設置し、ウキクサの流入を防止するとともに、

日常の巡視で回収するほか、早期発見のための

関係機関との連絡体制の強化等を継続してお

り、現状では繁茂の拡大は確認されておらず、

低密度の状態を維持しております。 

 今後とも、関係機関と連携しながら再繁茂防

止に努め、ダム貯水池の適切な管理に取り組ん

でまいります。 

○本田利弘議員 ありがとうございます。適切

な管理を行っていただき、再繁茂防止をよろし

くお願いいたします。 

 外来植物であるナガエツルノゲイトウが2020
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年以降、全国で新規定着が相次いで報告されて

いるところであります。九州北部県、鹿児島県

で既に確認されておりまして、宮崎県は地理

的・気象的条件から侵入リスクが極めて高いと

懸念しております。 

 本種は節や根の断片から容易にクローン再生

するため、物理的除去が難しいということであ

りまして、水田や水路で繁茂すると、農業用水

施設の機能低下、稲の収量減少、河川、ため池

などの生態系攪乱など、農業、環境双方に深刻

な影響を及ぼしているようでございます。 

 ナガエツルノゲイトウの侵入状況と県の対応

について、環境森林部長に伺います。 

○環境森林部長（長倉佐知子君） ナガエツル

ノゲイトウは、南米原産の植物で、繁殖力が強

く、生態系や農業へ悪影響を及ぼすことから、

特定外来生物に指定されております。 

 環境省によると、観賞用として国内に持ち込

まれたものが、水路、河川などに広がったと考

えられており、国内では、平成元年に兵庫県で

初めて確認され、現在、29都府県に広がってお

りますが、これまで県内への侵入は確認されて

おりません。 

 この植物は、一旦侵入すると完全に駆除する

ことが困難なことから、初期対応が極めて重要

であります。 

 このため、今後、関係機関と連携し、早期発

見のための情報収集を行うとともに、県民への

注意喚起や防除方法の周知、早期駆除の呼びか

けを行ってまいります。 

○本田利弘議員 ありがとうございます。持ち

込ませないことが大前提にはなりますが、早期

発見、早期駆除ができるよう、注意喚起等を強

く要望いたします。 

 続きまして、学校事務、教育行政職について

伺います。 

 先日、学校事務職員の採用及び育成制度が全

国でも最も整備されていると言われる佐賀県を

訪問し、佐賀市教育委員会にて調査を行いまし

た。佐賀県では、共同学校事務室のリーダー全

員が管理職事務長として配置され、学校事務職

員の育成やキャリアステージの整備が進んでお

ります。 

 制度設計を担ってこられた佐賀市教育委員会

の学校事務指導員、古川治氏から直接お話を伺

いました。佐賀県は以前、学校事務職制度で先

進県であった宮崎県を目標に制度を整え、一

度、知事部局と教育委員会の採用任用の一本化

に踏み切りましたが、県教育委員会が主体的に

任用できる制度に見直し、現制度を構築できた

と伺いました。 

 また、その中で特に印象に残った言葉は、

「学校の教師に授業に専念してもらうために、

佐賀県の学校事務職員は何でもやります」とい

う言葉でした。これは、全国的な課題となって

いる学校経営への参画や働き方改革への貢献

を、学校事務職員が担っていることを端的に示

したものだと感じました。 

 一方、宮崎県においては、採用任用が一本化

され、知事部局からの出向者が多く、臨時的任

用職員比率も全国の中でも高い状況です。その

ため、学校事務に精通した人材が育ちにくい状

況が長らく続いていると認識しています。 

 佐賀県の事例は、教師が授業に専念できる環

境づくりに直結しており、教育の質そのものを

高める仕組みであると強く実感しました。 

 宮崎県では、共同学校事務室の導入により、

事務の効率化と教職員の負担軽減に一定の成果

をもたらしておりますが、制度の成熟には至っ

ておらず、地域間格差、育成体制の不備など、
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複合的な課題が顕在化しております。 

 宮崎県の共同学校事務室の職員配置の現状と

課題について、教育長に伺います。 

○教育長（吉村達也君） 市町村立小中学校に

は、事務職員が原則１人配置されております

が、市町村教育委員会において、県内64地区

に、事務の効率化や適正化を目的に、複数の学

校の事務を共同で処理する共同学校事務室が設

置されております。 

 また、共同学校事務室を管理・統括するた

め、その中心となる学校に、総務及び財務事務

等に精通した職員を共同学校事務室長として配

置しており、適切に運営されております。 

 しかしながら、職員確保が厳しくなる中、ベ

テランの職員は減少しており、共同学校事務室

長を担う経験豊富な人材を安定的に確保するこ

とが課題であると認識しております。 

○本田利弘議員 ありがとうございます。共同

学校事務室を担う人材を安定的に確保すること

が課題であるとの答弁でございました。 

 「室長は一定の責任を持って仕事をする。ま

た、室の職員に対して職務上の指示・監督を行

う」とあり、現配置の中で業務に対応できるの

か疑問になります。 

 今後も共同学校事務室の機能を維持していく

ための人材確保及び育成にどう取り組むのか、

教育長の御見解を伺います。 

○教育長（吉村達也君） 学校事務に精通した

職員が減少する中、共同学校事務室の役割を的

確に果たしていくためには、室長の役割が大変

重要と考えております。 

 このため、教育行政職員の採用及び知事部局

との交流人事を継続的に行うとともに、将来的

に室長になり得る人材を育成するため、マネジ

メント能力の向上を図るための研修会の実施

や、国や知事部局等へ職員を派遣し、幅広い業

務経験を積ませるなどの取組を行っておりま

す。これらの取組を通して、教育への深い理解

と意欲を持つ職員の確保・育成を図ってまいり

ます。 

○本田利弘議員 ありがとうございます。宮崎

県においても、未来を担う子供たちの学びの環

境を整えるため、学校事務職員の育成やキャリ

アステージの整備は、単に学校事務職員の働き

やすさ向上だけではなく、教員の多忙化解消や

学校運営全体の質向上に直結します。 

 宮崎県においても、学びの環境を整えるた

め、学校事務職員の育成やキャリアステージの

整備等、制度改善を強く要望いたします。 

 続きまして、特殊詐欺、ＳＮＳ型投資・ロマ

ンス詐欺についてであります。 

 山下寿議員の代表質問でも触れられましたけ

れども、令和７年度上半期、宮崎県の特殊詐欺

被害額は2.3億円と、過去10年間で最悪を記録

したということであります。その中でも、特に

ニセ警察詐欺が突出し、若年層被害の拡大が顕

著との結果が報道されております。 

 全国の状況も、警察庁の暫定値にはなります

が、ニセ警察詐欺の被害額は約 389.3億円に

上っているようでございます。 

 本県の上半期における特殊詐欺で増加してい

る手口と現状について、警察本部長に伺いま

す。 

○警察本部長（平居秀一君） 県内の上半期の

特殊詐欺で増加している手口は、架空料金請求

詐欺とオレオレ詐欺であります。 

 架空料金請求詐欺は、認知31件、被害額約

3,340万円で、前年より11件、約860万円増加し

ております。 

 主な手口は、インターネット上の副業紹介サ
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イトの登録サポート、未納料金、パソコンウイ

ルス駆除費用等の名目で現金をだまし取る手口

が増加しております。 

 オレオレ詐欺は、認知22件、被害額約１億

9,250万円で、前年より４件、約1,726万円増加

し、被害額は特殊詐欺全体の８割を占めていま

す。 

 オレオレ詐欺のほとんどは、警察官を装い、

資金調査名目で現金をだまし取る手口で、被害

は若年層から高齢者まで幅広い世代に及んでお

ります。 

○本田利弘議員 ありがとうございます。 

 続けて伺いますが、オレオレ詐欺のほとんど

が、警察官を装い、現金等をだまし取る手口、

ニセ警察詐欺との答弁でした。 

 警察官をかたる詐欺の手口と、県民としてど

のような対応を取ればよいのか、警察本部長に

伺います。 

○警察本部長（平居秀一君） 県内でも急増し

ている警察官をかたる詐欺は、警察官を名の

り、「あなたの口座が犯罪に使われている」と

か「逮捕を逃れるためには全財産を調べる必要

がある」などと不安をあおり、資金調査を名目

として現金などをだまし取る悪質な手口です。 

 県民の皆様に御認識していただきたい点を改

めて申し上げます。 

 警察は、ＬＩＮＥなどのＳＮＳで県民の皆様

に連絡することはありません。また、警察手帳

や逮捕状の画像を送ったり、ビデオ通話で見せ

たりすることもありません。捜査などの名目で

現金や金塊などを要求することもありません。 

 少しでも不審に感じたら、迷わず警察相談専

用電話「＃9110」に相談していただきたいと考

えております。 

 県警では、県民が特殊詐欺等の被害に遭わな

いように、広報啓発や官民連携をさらに強化

し、被害防止対策を推進してまいります。 

○本田利弘議員 ありがとうございます。県民

の皆様が警察官を名のる人物からの電話等を受

けた場合に、冷静さを失うのは十分に理解でき

ます。広報啓発、関係機関との連携を強化いた

だくよう要望いたします。 

 続きまして、外国人材確保・雇用対策につい

てでございます。 

 宮崎県における外国人労働者の存在は、産業

維持と地域の持続可能性を左右する重要な要素

となっております。 

県内の外国人労働者は8,515人、全国シェア

は0.37％と小規模になりますが、伸び率は過去

最高で前年比121.3％と高い状況になりまし

た。しかし、現状では技能実習依存が高く、長

期定着や産業高度化に向けた制度設計も十分で

はありません。 

 ６月定例会で二見議員の一般質問に対して、

インドネシアとの連携強化について総合政策部

長から話がなされました。８月に部局としてイ

ンドネシアへの視察も行われているようです。 

 外国人材確保におけるインドネシアとの連携

について、今後どのように進めていくのか、総

合政策部長に伺います。 

○総合政策部長（川北正文君） 国内外におい

て外国人材の獲得競争が激化する中、さらなる

外国人材の受入れを促進するには、送り出しを

行う国との関係構築が大変重要であります。 

 このため県では、これまでベトナムを中心に

人材確保の取組を進めてきましたが、インドネ

シアについては、人口増加を背景に、国策とし

て海外への人材の送り出しを強化しており、ま

た、実際に現地を訪問した事業者からは、日本

での就労を目指す若者の明るい人柄や勤勉さを
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高く評価する声もあるなど、有望な連携先であ

ると考えております。 

 今後は、インドネシアの送り出し機関に対し

て、オンラインにより県内事業者のＰＲを行う

ほか、県として現地を訪問し、関係機関との信

頼関係を構築するなど、外国人材の確保に向

け、積極的な取組を進めてまいります。 

○本田利弘議員 ありがとうございます。福祉

保健部において、外国人介護人材マッチング支

援事業も、昨年のベトナムに続き、今年もイン

ドネシアで８月に実施されて、先ほども答弁が

ございましたけれども、一定の効果があったと

いうことを伺っております。外国人採用に関す

る関連部局間の連携強化をよろしくお願いいた

します。 

 もう一つ質問でございますが、外国人労働者

が地域に定着するためには、住宅、医療、教

育、日本語学習など、生活基盤の安定が不可欠

であります。現状、言語・文化の壁や住宅確保

の困難さが地域定着を妨げています。 

 県として、日本語教育の地域インフラ化、住

宅確保支援、子供の学習支援など包括的な生活

支援策を、自治体、企業、ＮＰＯと連携して強

化することが必要だと感じます。 

 外国人材の地域社会への定着を進めるため、

これまでの取組及び成果を商工観光労働部長に

伺います。 

○商工観光労働部長（児玉浩明君） 少子高齢

化、人口減少の進展に伴い、外国人材が増加す

る中、外国人材の地域社会への定着を進めるた

めには、受入れ環境の整備が重要であります。 

 県ではこれまで、外国人への日本語学習支援

として、日本語の習熟度に応じて、対面または

オンラインで講座を開催し、昨年度は延べ

1,125人が受講されております。 

 また、ワンストップで生活面での相談を受け

付ける外国人サポートセンターを設置し、昨年

度は、就職や医療など270件の相談が寄せられ

ており、解決に向けた適切な情報提供や関係機

関への窓口案内を行ったところです。 

 今後とも、外国人が安心して生活できるよ

う、国や市町村等と連携しながら、受入れ環境

のさらなる充実を図ってまいります。 

○本田利弘議員 ありがとうございます。外国

人労働者の獲得と地域社会との共生は両輪であ

ります。双方が連携して、選ばれる宮崎を確立

していただくことをよろしくお願いしたいと思

います。 

 では、最後の質問になります。宮崎県におけ

る偉人・先覚者顕彰・ＰＲについて、知事に伺

いたいと思います。 

 宮崎県は、歴史、文化、教育の各分野におい

て、全国的に顕彰すべき人物を輩出してきまし

た。日高議員の代表質問でも若山牧水賞につい

て答弁がございました。 

 それぞれ先覚者の顕彰会等が様々な活動を実

施されております。 

例えば小村寿太郎公は、ポーツマス条約締結

から120年を迎えることもあり、日南市がＰＲ

されております。在京宮崎県人会の歴史も小村

寿太郎公の慰労会が設立の起源であり、ゆかり

の皆様により、隔月で青山墓地の墓参を継続さ

れております。 

 高木兼寛先生においても同様で、顕彰会によ

り、青山墓地への墓参と関係団体との交流会な

ど、地道に活動を継続されております。また、

昨年は、慈恵会医科大学ＯＢ会など関係者の推

薦により、高木兼寛と森林太郎のかっけ論争を

取り上げた演劇「須く、一歩進む」が東京で公

演され、顕彰に広がりを見せております。 
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 しかし、先覚者の功績が十分に県民、国内外

に共有されておらず、人々への浸透度は限定的

です。先覚者の顕彰は、単なる歴史教育ではな

く、観光資源や地域ブランド化、人材育成の基

盤として、戦略的に活用すべきであると捉えま

す。 

 郷土先覚者の顕彰に今後どのように取り組ん

でいくのか、知事の思いを伺います。 

○知事（河野俊嗣君） 日本の歴史の中で大き

な功績を残された郷土先覚者を顕彰すること

は、地域の歴史や文化を県民の皆様に広く伝

え、郷土への誇りや愛着を醸成する上で、大変

重要なことであると考えております。 

 このため、顕彰の一環として、宮崎県の父・

川越進氏や明治の外交官・小村寿太郎氏、ビタ

ミンの父・高木兼寛氏など、郷土先覚者の銅像

について、官民が連携して総合文化公園等に建

立してきたところであります。 

 また、県では、その偉業に関心を持ってもら

うため、郷土先覚者の生涯を分かりやすく紹介

した漫画本の作成・配布、さらにホームページ

やＳＮＳを活用した啓発などにより、本県の郷

土先覚者の認知度向上に向けた県内外への情報

発信に取り組んでいるところであります。 

 様々な先人の功績を敬意を持って受け止め、

それを後世につないでいくこと、またその業績

に学ぶということは、我々の重要な責務である

と考えております。 

 例えば、海外に目を向けることで、日本の外

交や医療に小村寿太郎氏や高木兼寛氏は貢献し

てきた。そのことに絡めて、先ほどのインドネ

シアに関して少し触れますと、今日、この後、

インドネシアの陸上競技関係者がいらっしゃい

ます。今、世界陸上が行われておりますが、そ

れとは別のアジアの大会を前に、本県で長期の

合宿に入られるということであります。 

大変ありがたいことでありますし、今、イン

ドネシアとの関係では、ハラール対応の宮崎牛

の輸出等の取組を進めているところでありまし

て、インドネシアは、人口２億を超す間違いな

くアジアの人口大国、経済大国として、ますま

す存在感を発してまいりますので、こういうス

ポーツや食を通じてその関係を深め、先ほど来

の人材確保の議論、さらには経済、観光の交流

を深めてまいりたい、そのように考えていると

ころであります。 

 郷土先覚者の顕彰につきましては、今後と

も、市町村や関係団体と連携を図りながら、積

極的に推進してまいります。 

○本田利弘議員 御答弁ありがとうございま

す。食、スポーツ、観光ということで、海外と

の連携ということも今お話をつけていただきま

した。ありがとうございます。 

 宮崎市では、当市ゆかりの高木兼寛先生の功

績顕彰の検討をされて、先ほど御紹介しました

けれども、昨年公演された演劇作品「須く、一

歩進む」を新たなＰＲ手法として注目し、現在

開催中の市議会への補正予算提案がされたよう

でございます。 

 宮崎を代表する先覚者として、宮崎市と連携

し、御支援、御協力いただくことをぜひよろし

くお願いしたいと思っております。 

 また、県議会図書室に司書の松井さんが高木

先生のコーナーをつくってくれております。ぜ

ひ議員の皆様も、吉村昭氏による先生の小説

「白い航跡」等もございますので、御確認いた

だくとありがたいなというところでございま

す。 

 以上、宮崎県総合計画アクションプランから

国庫補助金の獲得、農林業、教育行政職、外国
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人材確保、宮崎先覚者の顕彰について質問して

まいりました。 

 事業を展開していくに当たり、県民の皆様の

声を受け止め、向かう方向としては「安心と希

望の宮崎を創る」であります。根底にある基本

理念をよりどころに目的を明確にし、ぶれない

政策を実現していくことが大変重要であると

思っております。この理念実現を目指し、日々

取組を私ども続けてまいりたいと思っておりま

す。 

 本質問に関しまして、財政課をはじめ、関係

部局の皆様に何度も足をお運びいただきまし

た。趣旨の確認をいただきまして、本当にあり

がとうございました。 

感謝を申し上げまして、一般質問を終わりた

いと思います。（拍手） 

○外山 衛議長 以上で本日の質問は終わりま

した。 

 明日の本会議は、午前10時から、一般質問、

人事案件の採決、議案・請願の委員会付託及び

決算議案の上程であります。 

 本日はこれで散会いたします。 

   午後１時58分散会 
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